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むつ市議会第２６６回定例会会議録 第２号

議事日程 第２号 令和７年１２月８日（月曜日）午前１０時開議

◎諸般の報告

【議案一括上程、提案理由説明】

第１ 議案第90号 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第２ 議案第91号 むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第３ 議案第92号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

第４ 議案第93号 むつ市こども・子育て会議条例の一部を改正する条例

第５ 議案第94号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

【一般質問】

第６ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）18番 佐々木 隆 徳 議員

（２）９番 富 岡 直 哉 議員

（３）19番 佐 賀 英 生 議員

（４）２番 工 藤 祥 子 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は21人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず初めに、12月３日市長から、今定例会に議

案５件を追加提案したい旨の申入れがあり、先ほ

ど開催した議会運営委員会で本日この後上程する

ことが決定されておりますので、ご報告申し上げ

ます。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第２号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第５ 議案一括上程、

提案理由説明

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 議案第90号 むつ

市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

から日程第５ 議案第94号 令和７年度むつ市一

般会計補正予算までの５件を一括議題といたしま

す。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） おはようございます。ただい

ま追加上程されました５議案について、提案理由

及び内容の概要をご説明申し上げ、ご審議の参考

に供したいと存じます。

はじめに、議案第90号 むつ市職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてでありま

すが、本案は、青森県人事委員会の県職員の給与

に関する勧告に鑑み、市職員の給料月額並びに通

勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額

等を改定するためのものであります。

次に、議案第91号 むつ市特別職職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例及び議案第92号

むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてであります

が、これら２議案は、特別職職員等の期末手当の

支給割合を改定するためのものであります。

次に、議案第93号 むつ市こども・子育て会議

条例の一部を改正する条例についてであります

が、本案は、こども・子育て会議が児童福祉審議

会の事務を行うことができるようにすることによ

り、所管行政庁が行った虐待に関する措置の内容

等の報告先を、こども・子育て施策等に関し専門

的知見を有するこども・子育て会議とするための

ものであります。

次に、議案第94号 令和７年度むつ市一般会計

補正予算についてでありますが、本案は、５億

7,855万7,000円の増額補正でありまして、これに

より補正後の歳入歳出予算総額は、425億9,525万

2,000円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

各款にわたり職員の給与改定、配置換え等に伴う

給与費の増減調整をしております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

決算見込みによる市税増額分を計上しております

ほか、補正財源を調整するため、地域振興基金及

び財政調整基金を取り崩しております。

以上をもちまして、追加上程されました５議案

について、その大要を申し上げましたが、細部に

つきましては、議事の進行に伴いましてご質問に
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より詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（冨岡幸夫） これで提案理由の説明を終わ

ります。

ただいま上程されました５議案については、

12月12日に質疑並びに委員会付託、また討論及び

採決を行いますので、ご了承願います。

◎日程第６ 一般質問

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第６ 一般質問を

行います。

質問の順序は、抽せんによりお手元に配信して

おります一覧の順となっております。

本日は、佐々木隆徳議員、富岡直哉議員、佐賀

英生議員、工藤祥子議員の一般質問を行います。

◎佐々木隆徳議員

〇議長（冨岡幸夫） まず、佐々木隆徳議員の登壇

を求めます。18番佐々木隆徳議員。

（18番 佐々木隆徳議員登壇）

〇18番（佐々木隆徳） おはようございます。陸奥

未来、佐々木隆徳です。通告に従い、５項目につ

いて質問いたします。

初めに、むつ湾フェリーについてでありますが、

当時下北半島と津軽半島の各市町村の強い要望を

受け、昭和55年から両半島を結ぶ脇野沢と現在の

外ヶ浜―蟹田間を県の第三セクターとして中古船

を購入して、例年４月から11月までの間、運航し

てきたところであります。

現有船の「かもしか」は、平成10年に県と関連

21市町村が建設費用の一部を負担して就航させ現

在に至っており、老朽化も進み、３年前には県で

設置した検討会議の中で、東日本大震災の影響や

老朽化による欠航の増加、さらには新型コロナ禍

による利用者の減少などの影響もあり、経営悪化

が続き、航路の存廃が議論され、その検討会議に

おいて、船舶を更新し、航路を存続させた場合、

県内ほぼ全域への経済波及効果が見込まれ、航路

存続が望ましいとの方向性を取りまとめ、結果新

船の建造に至ったと認識しているところでありま

す。

３年前の報道では、建造費用がおおむね22億円

で、出資比率に応じたむつ市の負担金が約9,600万

円となっており、半月ほど前には建造中の長崎に

おいて宮下知事、山本市長も出席して進水式が行

われたとの報道があり、来年３月の引渡し、そし

て４月の就航が予定されている中、市の負担金は

確定しているのか、またその負担金はいつ拠出す

るのかを伺います。

次に、観光遊覧船についてでありますが、脇野

沢地区での観光の始まりは昭和40年代に遡り、奇

岩として徐々に有名になりつつあった仏ケ浦や鯛

島などを含む下北半島の一部が昭和43年に国定公

園の指定を受け、さらにその２年後の昭和45年に

は、下北半島に生息している野生の猿が最も北に

生息しているとして世界的にも珍しく、本州最北

端に生息する北限のサルとして国から天然記念物

の指定を受けたこともあり、少しずつではありま

すが、観光客が訪れるようになったとのことであ

ります。

当時は、早朝に定置網などの漁を終えた漁船を

観光船に早変わりさせるなどして、仏ケ浦に観光

客を運んだことも度々あり、漁業者の副収入にも

なったと伺っております。

その後、平成元年に夢の平成号を脇野沢村が就

航させ、脇野沢―仏ケ浦間の運航を合併後も継続

して現在に至っており、８年前からはイルカウォ

ッチングや貝崎周遊及び鯛島上陸の新たなコース

も加えたものの、収支改善にはつながらず、また
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知床半島で起こった遊覧船の沈没事故以来、年々

厳しくなる旅客船の検査など、運航スタッフの確

保などの困難な要因も加わり、今年度をもって運

航終了となったところであります。

これまでの市のご配慮や、担当者のご努力に対

しましては感謝申し上げる次第でありますが、

36年間にわたって脇野沢地区の活性化に貢献して

きた事業の廃止には、地元の者として本当に残念

でなりません。10月13日のラストランで運航を終

えた夢の平成号の処分を市はどのように考えてい

るのかを伺います。

次は、養殖ホタテガイについてでありますが、

今年もまた一昨年に続き、猛暑による夏場の高水

温によって養殖ホタテガイの大量へい死が陸奥湾

内で発生し、漁業者への多大な被害が予想されて

いるところであります。

今年採取した稚貝はもとより、成貝にまで被害

が及んでいると見られ、湾内の漁協単位では危機

的状況の場所もあるとのことで、来年度以降の大

幅な水揚げ減少が避けられず、高水温により度々

起こるホタテガイの大量へい死によって漁業者の

生産意欲がなくなるのではと心配しているところ

であります。

県や市町村などが毎年行っている秋のホタテガ

イ実態調査により、市内３漁協の被害の状況を市

はどのように把握しているのか、またその被害状

況に対し、どのような支援策を考えているのかを

お伺いいたします。

次は、放置漁船について伺います。一般に放置

漁船とは、エンジンも撤去し、漁船としての体を

なさず、勝手に漁港に放置されている廃船のこと

と理解していますが、約２か月前の新聞報道によ

りますと、県内の各漁港に放置されている廃船が

900隻以上あり、そのうちの約半数をむつ下北地

区が占め、むつ市も100隻を超える廃船が放置さ

れているとのことであります。

漁港は、県の管理と市の管理とに区分されてい

ますが、いずれにしても県全体でも増加傾向にあ

り、早い段階での対策が必要であり、市は市内各

漁港ごとに放置されている廃船の数を把握してい

るのか、また今後のその対応についても伺います。

最後になりますが、公共施設再編についてであ

ります。脇野沢地区の公共施設再編については、

わきのさわ夢プロジェクト推進協議会を組織し

て、これまで数度にわたり地元の意見や要望など

を聞き、計画を立案してきていると思っており、

また昨年の９月定例会において、私の一般質問で

市の考え方などについて質疑しておりますので、

今回は新流通センター建設にあたり、現在までの

進捗状況と脇野沢地区住民の要望がどの程度反映

されるのかをお伺いし、壇上からの質問といたし

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 佐々木隆徳議員のご質問にお

答えいたします。

まず、むつ湾フェリーについてのご質問及び観

光遊覧船についてのご質問につきましては、担当

部長からの答弁とさせていただきます。

次に、養殖ホタテガイについてのご質問の１点

目、高水温による被害状況を市は把握しているの

かについてお答えいたします。今年の夏から秋に

かけて続いた陸奥湾の高水温等の影響によるホタ

テガイのへい死被害状況につきましては、担当課

職員が漁協や漁業者の皆様から情報を収集し、状

況把握に努めているところであります。

また、今年10月及び11月には、私自身もホタテ

ガイの生育状況調査を視察し、２年貝や稚貝がへ

い死している状況を確認しており、漁業者により

多少の差異はあるものの、陸奥湾全体として来春

に産卵する予定の親貝の激減が避けられない、陸

奥湾ホタテガイ養殖存続の危機であると認識して
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おります。

このほか現時点で把握しております被害状況の

詳細につきましては、担当部長からの答弁とさせ

ていただきます。

次に、ご質問の２点目、支援策についてお答え

いたします。今年のホタテガイの大量へい死は、

今後の陸奥湾ホタテガイ養殖の存続に関わる重大

な事案でありますことから、漁業者や漁協に対し、

多方面にわたる支援が必要であると考えておりま

す。

そのうち、技術的な支援は、専門の研究機関を

擁する国・県が実施するものと認識しております

ことから、市の役割といたしましては漁業者の経

営や生活に係る支援であると考えております。

市では、漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営

の安定に資することを目的とした漁業災害補償法

に基づき、過去５年間の漁獲金額のうち、最大値

と最小値を除いた平均との差額分が契約内容に応

じ、共済金として補填される漁業共済制度への加

入を促進するため、漁業共済掛金補助金を漁協を

通して漁業者に毎年交付しておりますほか、県が

特別災害指定を行った場合には、漁業者が融資機

関から経営資金の借入れをした際の返済利子の一

部を助成する利子補給事業を実施しております。

また、生活支援といたしまして、市税、介護保

険料、後期高齢者医療保険、国民健康保険、保育

料及び介護保険サービス費につきましては、要件

を満たすことにより、納付の猶予や減免等を受け

られる制度もございますことから、個別にご相談

をいただきたいと存じます。

さらに、青森県では、陸奥湾ホタテガイ養殖業

の再生に向けた緊急対策として、むつ湾漁業振興

会が実施する成貝の出荷時期を産卵後におくらせ

ることによって生じる損失を補填する基金の造成

を支援するとともに、科学的、長期的な視点から、

陸奥湾ホタテガイ産業の将来の方向性を検討する

ため、県議会に補正予算案を上程しているところ

であり、基金造成につきましては、今後関係市町

村にも支援要請がある見込みでありますので、要

望を受け次第、補正予算で対応してまいりたいと

考えております。

今後も漁協及び漁業者のご意見を伺いながら、

必要と思われる支援を検討してまいりますととも

に、陸奥湾ホタテガイ養殖の再興を目指し、漁業

者、漁協、漁業関係団体、国・県及び研究機関と

力を合わせて、この状況を乗り越えてまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

次に、放置漁船についてのご質問につきまして

は、担当部長からの答弁とさせていただきます。

次に、公共施設の再編についてのご質問の１点

目、新流通センター建設にあたり、現在までの進

捗状況はについてお答えいたします。脇野沢地域

の公共施設再編に当たっては、令和７年２月から

６回にわたって開催されたわきのさわ夢プロジェ

クト推進協議会において、脇野沢地域にお住まい

の15名の皆様に夢や思いを出し合っていただき、

施設再編に向けた一定の合意を形成できたものと

認識しております。

とりわけ脇野沢流通センターリニューアルへ向

けた今後のスケジュールにつきましては、本年度

策定された基本構想をベースとして基本設計と実

施設計を行い、順次解体工事、建設工事に着手し

てまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、脇野沢地区住民の要望

がどの程度反映されるかについてお答えいたしま

す。わきのさわ夢プロジェクト推進協議会では、

20代から80代という幅広い世代の皆様に参画いた

だいたことから、これまでの経験や実績を踏まえ

た活発な意見交換がなされ、当初の構想案にはな

かった意見が多く出されました。

一例をお示ししますと、建物を２階建て構造と
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することや、鯛島を望む展望スペースの設置、イ

ベントを開催しやすくするための建物構造にする

といった案が基本構想に盛り込まれ、地域の未来

への思いを形にできたことは意義深いことであっ

たと認識しております。

なお、わきのさわ夢プロジェクト推進協議会に

つきましては、今後も状況に応じて開催し、地域

の皆様に対しまして、事業の進捗状況等について

ご説明してまいりたいと考えておりますので、ご

理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） むつ湾フェリーに

ついてのご質問、建造中に新船に対する市の負担

金は確定しているのか、またいつ拠出するのかに

ついてお答えいたします。

新船建造費に係る負担金につきましては、令和

５年２月１日に開催されました令和４年度第４回

蟹田・脇野沢航路に係る市町村担当課長会議にお

いて、総事業費22億円に対する負担割合と金額に

ついて、県とむつ湾フェリー株式会社において９

割となる19億8,000万円、13市町村において残る

１割となる２億2,000万円を持ち株比率に応じて

負担することが示され、これにより当市の負担額

は7,857万1,000円となることが確認されました。

さらに、令和６年９月30日付で船舶建造工事請

負契約が締結されたことに伴い、総事業費22億円

の内訳として、船舶建造工事費の21億5,600万円

が確定し、工事監督費や建造利息、船体搭載物品

購入費等の乗り出し費用となる4,400万円につい

ては、その金額の範囲内において、令和８年３月

の竣工時に確定することが示されております。

また、当市をはじめとする13市町村の負担金の

拠出時期につきましては、令和６年12月25日に開

催されました同市町村担当課長会議において、令

和８年２月末までにむつ湾フェリー株式会社に対

し拠出してほしい旨、県から依頼されております。

なお、令和８年３月の竣工時において乗り出し

費用が4,400万円から減額となった場合は、減額

分のうち、当市の負担割合分が精算されることと

なっておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） 観光遊覧船について

のご質問、廃止となった夢の平成号の処分につい

てお答えいたします。

平成元年から運航を開始した夢の平成号は、本

年10月13日をもって、これまでの歴史に幕を下ろ

しました。これまで多くの方々にご利用いただい

た大きな観光資源でありましたが、令和４年４月

に発生いたしました北海道知床の遊覧船の事故を

受け、安全基準の見直しや安全設備の拡充が義務

づけられた結果、多大な改修費用を要することと

なったため、断腸の思いではありましたが、廃止

を決断したところであります。

廃止に当たっては、令和７年２月から全６回に

わたって開催いたしましたわきのさわ夢プロジェ

クト推進協議会においてご説明し、一定のご理解

をいただいたものと認識しております。

一方で、運航を終えた夢の平成号の今後の活用

につきましては、売却することなどを念頭に置き

検討を進めているところではありますが、令和３

年度にエンジン改修を行った際、借入れをした起

債の償還中であり、直ちに手放すことができない

状況にありますことから、関係部局及び関係機関

と十分に協議を重ね、できるだけ早い段階で夢の

平成号を利活用いただける団体等に引き継いでま

いりたいと考えておりますので、ご理解賜りたい

と存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） 養殖ホタテガイにつ

いてのご質問の１点目、高水温による被害状況に

ついてお答えいたします。
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本年11月10日から17日にかけて実施された秋季

陸奥湾養殖ホタテガイ実態調査については、まだ

陸奥湾全体の結果の発表はされておりませんが、

速報値で市内３漁協におけるホタテガイの平均へ

い死率は、２年貝である令和６年産貝につきまし

ては、むつ市漁協が99.7％、川内町漁協が90.7％、

脇野沢村漁協が80.6％となっております。

また、稚貝である令和７年産貝につきましては、

むつ市漁協が99.9％、川内町漁協が48.1％、脇野

沢村漁協が93.3％となっております。

これは、あくまでも秋季養殖ホタテガイ実態調

査の対象となった一部の養殖施設の結果でありま

すことから、別途各漁協に聞き取りも行っており、

現状の見込みといたしましては、養殖施設の場所

や水深等によりばらつきはあるものの、むつ市全

体では70％から80％程度のへい死率になると伺っ

ております。

次に、放置漁船についてのご質問の１点目、市

は市内各漁港に放置されている漁船数を把握して

いるかについてお答えいたします。市内の漁港に

つきましては、市管理漁港、県管理漁港のいずれ

におきましても、毎年漁港管理者が放置廃船等実

態調査を実施し、状況把握に努めております。

本年の調査結果では、市管理漁港の放置廃船数

につきましては、令和７年７月31日現在で31隻と

なっており、内訳は浜奥内漁港４隻、角違漁港３

隻、宿野部漁港２隻、蛎崎漁港４隻、木野部漁港

６隻、小沢漁港７隻、九艘泊漁港が５隻となって

おります。

次に、県管理漁港では、令和７年７月31日現在

で80隻となっており、内訳は檜川漁港１隻、大畑

漁港29隻、正津川漁港22隻、脇野沢漁港28隻と伺

っております。

放置廃船の主なものは、漁業者が廃業後に撤去

されずに放置されたままの漁船であり、放置から

長期間経過したことにより、漁船であるか、プレ

ジャーボートであるかの判別がつかない船もあり

ます。

なお、本年の調査で新規に発生した放置漁船は、

市管理漁港で３隻、県管理漁港で８隻の計11隻と

なっております。

次に、ご質問の２点目、今後の対応についてお

答えいたします。放置廃船につきましては、あく

までも個人の財産でありますことから、撤去、処

分に係る費用は所有者負担が原則となります。こ

のことから、これまで所有者の分かる放置廃船に

つきましては、地元漁協を通して所有者に撤去の

依頼をしてまいったところでありますが、処分費

用が高額であること、また所有者がお亡くなりに

なり、漁業を継ぐ者がいない場合に相続者が処分

を拒否する場合もあり、なかなか撤去が進まない

状況がございます。

なお、市が代わりに廃船の処分を実施する代執

行という手段もございますが、もともと費用負担

ができず放置されているものであるため、有効な

手段ではないと考えております。

今後の対策といたしましては、まずは現状より

放置廃船が増加しないよう、地元漁協や漁港利用

者の皆様にもご協力いただき、監視の目を強化し、

啓発にも努めるとともに、国・県と対策について

連携を図っていきたいと考えております。

また、既に放置されている廃船につきましては、

所有者などが判明している船は継続して撤去、処

分を求めてまいりますので、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 順次再質問させていただき

ます。

まず、むつ湾フェリーについてでありますけれ

ども、観光面や経済効果など、むつ湾フェリーに

対する市の認識、市の考え方、これを伺いたいと

思います。
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〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 令和３年９月17日に開催され

ました第２回の蟹田・脇野沢航路に係る検討会議

におきまして、県外旅行エージェント、また県内

宿泊事業者へのアンケート結果が報告されており

まして、当該航路において実施する津軽、下北両

半島ツアーの集客期待度は極めて高く、当該航路

は両半島ツアーに必須の交通手段となっているこ

とがうかがえる結果となっております。

また、同会議の資料におきまして、当該航路に

おける経済波及効果額が示されております。年平

均で下北エリアは約３億円から５億円、北津軽エ

リアは約１億円から２億円、その他のエリアは約

８億円から14億円と試算されておりまして、県内

全域に経済波及効果を生み出し続けるものと認識

しております。

このような分析を踏まえまして、市といたしま

しては、交流人口の拡大や広域周遊観光を支える

当該航路について県に協力し、寄港地としての役

割を果たすことで地域の活性化に努め、観光航路

としての利便性向上等、時代に合わせた取組を進

めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 県全体に経済効果が波及す

るということで、以前、３年ほど前までの考え方

でいきますと、前市長は県から詳しい説明がない

とか、航路を維持するか、はっきりしなかったと

いうことで、議論には加わってこなかったと。そ

の部分は、私どもも十分理解しますけれども、例

えば脇野沢に関しては、もともと昔から西の玄関

口という形で、戦前からの青森商船なり、それか

ら継続して下北汽船、そしてシィラインと移って

きた経緯もありまして、それらを含めて西の玄関

口、海の玄関口というふうな形で来たもので、現

在は今後むつ湾フェリーのみになってしまう関係

もありますので、今後新造船の就航後、運営等に

関して協議する場はあるのか。要するに経営面等

に市がどこまで関与するか、関与できるかどうか

分かりませんけれども、運営等に関して市の意見

なり考え方を述べる場はあるのかと。また、今後

市長はそういった状況に関わっていくのか、その

点について伺います。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（小笠原洋一） お答えいたします。

新船建造後のむつ湾フェリーの運営につきまし

ては、令和５年２月１日に開催されました令和４

年度第４回蟹田・脇野沢航路に係る市町村担当課

長会議において、青森県から運営支援が必要とな

らないよう、県、沿線自治体が一丸となった利用

促進に加えて、新船を活用した増収により、単年

度黒字化を目指すこと、また運営について基本的

に市町村の負担は必要としないとの考えが示され

ております。

市といたしましては、利用促進について青森県

がしっかり取り組むことや、市が検討を要請した

運営費について黒字化を図り、市町村の負担を要

しないとの説明があったことなどを総合的に判断

し、寄港地としての応分の負担として青森県が提

案する新船建造費の負担割合について理解するこ

ととした経緯がございます。

このことから、むつ湾フェリーの運営につきま

しては、基本的には県とむつ湾フェリー株式会社

が中心となり、適切に進めていただきたいと考え

ております。

一方で、蟹田・脇野沢航路の利用促進等につき

ましては、市といたしましては青森県が事務局を

務めるむつ湾内航路活性化協推進会議において寄

港地としての役割を果たすため、観光航路として

の利便性向上に資する利用促進策等を提案してま

いりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。
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〇18番（佐々木隆徳） むつ湾フェリーに関しまし

ては、経営面はともかく、運航等に関して、ぜひ

とも市としての考え方なり、意見を述べる場に参

画していただきたいと、そのように思っておりま

す。

次に、観光遊覧船についてでありますが、先ほ

どの理事者側の答弁でありますと、機関換装が数

年前に行われたと。そういう状況の中で、その処

分するまでの手続なり、そういったものがいつ頃

までに完了する見込みなのか伺います。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） まず、夢の平成号に

係る起債につきましては、繰上償還をすることに

より、処分に係る手続を進めることができるもの

と考えております。

また、夢の平成号の次の活躍の場につきまして

は、現在庁内において検討中でありまして、その

具体の手続につきましても、国や県などの関係機

関とも協議をしながら、今年度内をめどに進める

ように取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 処分の状況について、今年

度中にというふうな答弁でしたけれども、夢の平

成号は数年前に機関換装もしておりますので、そ

れに船体もある程度安全面での改造等がなされれ

ばまだまだ使用できる、需要があるのではないか

と思っております。

そしてまた、市に関しても、処分して少しでも

財政にプラスになればと思っておりますが、その

点についてどのような考えを持っているか伺いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） 夢の平成号は、平成

元年の運航開始から30年以上経過しており、船体

につきましてはこれまでいろいろと修繕を重ねな

がら維持、運航してまいりました。

一方で、エンジンにつきましては、令和４年４

月の北海道知床の遊覧船事故が発生する前年の令

和３年度に大規模改修を行っているものでありま

して、比較的新しい状態にありますことから、一

定の需要が見込まれるものと考えております。

できるだけ早い段階で、必要としている方に引

き継ぐことを目指して、市といたしましては調整

してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） ぜひともそのようにお願い

したいと思います。

夢の平成号は、先ほど述べましたけれども、脇

野沢にとっては観光面の中心となる船でした。こ

れからも、例えば脇野沢でジオパークなどに関し

て言えば、鯛島上陸とか、そういった面が全くな

くなるわけで、前回の私の一般質問で、漁船の利

用というふうな考え方を述べられましたけれど

も、私もその部分に若干携わった経緯もありまし

て、漁船の利用とかそういったものは、今現在ど

の程度検査が当時と違って難しくなっているのか

というのは分かりませんけれども、当時は船舶検

査というのは本当に簡単だったのです。２万

5,000円ぐらいの費用で、そして１時間ぐらいの

検査員の検査で、簡単に許可がもらえたものであ

りますけれども、今はもちろんどうなっているか

分かりませんけれども。そういう流れがあります

ので、漁船がどこまで対応できるかというのは分

かりませんけれども、ぜひともそのように、夢の

平成号についてはできるだけ早めの処分をお願い

したいと思います。

次に、養殖ホタテガイについてでありますけれ

ども、先ほどの答弁でいきますと、検査対象が限

られておりますけれども、かなりへい死率が目立

つと。先ほど全体的で70％から80％のへい死率と
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いうことで伺いましたけれども、一昨年、去年も

同じような状況で、そしてむつ湾漁業振興会で各

市町村にお願いしたのが5,000万円ということで、

むつ市で、たしか記憶では500万円ほどの拠出と

いうことで行った経緯があると思いますけれど

も、そのような形で、最低限そのような今の拠出

はこの先も必ず、今の一般会計の補正などで出て

くると思いますけれども、その部分はぜひともお

願いしたいと思います。

水揚げ減少が見込まれるのは当然ですけれど

も、市に対する影響をどのように見ているか、そ

の点について改めて伺います。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） 今後ホタテガイの水

揚げが減少した場合考えられる市への影響といた

しましては、漁業者の所得が減少することに伴い

ます税収の減少が考えられます。そのほかホタテ

加工業者、流通運送業者、漁具・資材を販売する

企業の売上げ及び利益の減少、またふるさと納税

返礼品の確保が困難となることが懸念されます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 数年前から見ますと、ホタ

テを食べたくても、本当に食べられない状況が続

く、簡単に手に入らなくなった。成貝の話です、

２年貝以上の大きなホタテですけれども。ホタテ

の刺身など、簡単に口に入らなくなったと、私自

身そう思っているわけで、恐らく皆さん、以前と

違って手に入らなくなったというのは、そういう

認識だと思います。

そういった状況の中、市に対して現段階でも結

構ですけれども、漁業者からどのような支援要望

があるのか。あるか、ないか、その点について伺

います。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） お答えいたします。

現時点では、各漁協においてもへい死の状況の

全容を把握できておりませんので、具体的な要望

については受け付けておりません。ただ、来年以

降の水揚げ収入減少に伴う漁業経営資金や生活資

金について、不安視する声についてはお聞きして

おります。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 壇上でも若干触れましたけ

れども、例えば一昨年、２年前のへい死の状況、

そして今回と。例えば来年も、新年度も今のその

ような状況になったとすれば、極端な例ですけれ

ども、湾内からホタテ漁業者が半分近く漁業をや

めるのではないかというふうな不安要因もありま

す。その点についても、できるだけ県、国にも何

か要望したように記憶しておりますけれども、そ

ういうかなりな基幹産業がなくなるというふうな

不安を持っておりますので、先ほど述べました拠

出金等に関しましては、市長、ぜひともお願いし

たいと思います。

次に、放置漁船について、当初ただ単純に隻数

を答弁いただければいいというふうな認識であり

ましたけれども、ちょっと古い話で申し訳ないの

ですけれども、昭和50年代、私もちょっと記憶を

たどっていきますと、昔は昭和50年ぐらいまでは、

ほとんどが木船、木で造った船だったわけで、そ

れを例えば漁港に揚げて、荷揚げしておいて、そ

れが自然と朽ち果てていくような感じも受け、そ

れを簡単にばらして、当時はそこで燃やすとか、

そういったことを自由にできたような時代でした

からそうですけれども、その後昭和50年代に入っ

てから、かなりの部分でＦＲＰ、要するに半永久

的な形での漁船建造になっておりますので、仮に

放置しておいたとしても、朽ち果てるということ

がないわけです。ずっと半永久的にその場にいる

というふうなことになりますので、その点につい

てすごく市の管理なり、そういうことを重点的に
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見ていかなければならないと思いますけれども。

今後さらに漁業者の高齢化やホタテのへい死など

が続けば、漁業から離れるような漁業者が増える

というふうに考えられますので、漁港管理を十分

に行ってほしいと。

県の管理条例では、知事の撤去命令に従わない

場合は、罰金ですけれども、過料が５万円以下と

いう部分がありまして、何か桁が違うのではない

かというふうな認識を持っていますけれども、市

の条例等で罰則等はあるのかどうか、その点伺い

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） お答えいたします。

市の条例につきましても罰則はありますが、基

本的には漁港における放置廃船に関する罰則につ

きましては、主に漁港及び漁場の整備等に関する

法律のほうで規定されております。

罰則の内容といたしましては、放置などを禁止

する区域において、船舶、自動車、その他の物件

で漁港管理者が指定したものを捨て、または放置

することに対し、罰金が科されることとなってお

ります。

また、廃船から油などが流出した場合は、海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき

罰金が科され、不法投棄と判断された場合は廃棄

物の処理及び清掃に関する法律に基づき懲役また

は罰金が科されるという可能性がございます。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 前に県の罰金の話をしまし

たけれども、今の答弁で罰金、罰金というふうな

形で答弁されましたけれども、金額は決まってい

るのですか。そこら辺詳しく。でないと、今の不

法投棄と同じで、放置漁船、すなわち廃船ですけ

れども、そういったものがなくならないのではな

いかと。空き家と同じで、お金のある方といいま

すか、処分できる方は処分する、お金に余裕がな

い方はそのままにしているというふうな、ほぼ空

き家と同じ状態が続くと思うのですけれども、そ

の罰金の金額、分かりましたら、１例、２例でも

結構ですのでお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） 失礼しました。

罰金の額につきましては、まず漁港及び漁場の

整備等に関する法律におきましては30万円以下の

罰金となります。海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律につきましては、1,000万円以下の

罰金、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、こち

らが適用になりますと、５年以下の懲役または

1,000万円以下の罰金となります。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 罰金があるということで、

ある程度縛りが効くというふうに理解いたしまし

た。先ほども述べたように、ＦＲＰの漁船という

のは半永久的に残ります。ですから、その処分料

もかなり高額となるというのは聞いています。

20年以上前の話ですけれども、まとめて３隻や

って、１隻当たり30万円とか35万円というふうな

ことを聞きましたけれども、最近ちょっと聞きま

すと、80万円から100万円というふうなことも伺

っておりますので、恐らく余裕のない方は、どう

しようもなくそのまま放置するのではないかとい

うふうなことを考えられますので、ぜひとも漁港

管理は十分行っていただきたいと思っておりま

す。

最後の質問に移ります。施設の再編であります

けれども、新流通センター、先ほどの市長の答弁

である程度協議なり、その地域の要望なりを承っ

ているというふうなことで、そうすれば今令和７

年度、令和８年度、令和９年度、令和10年度の供

用開始というふうな見込みでありますけれども、
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令和10年度から、当初の供用開始は間に合うのか

と。私は、最悪途中からというふうな認識になり

ますけれども、できるだけ今までの例と並んで当

初からの供用開始、要するに４月のどの辺からに

なるのか分かりませんけれども、当然今の大型連

休の前には供用開始していただきたいというふう

な思いを持っていますけれども、その点について

お伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） お答えいたします。

脇野沢流通センターのリニューアルにつきまし

ては、今年度策定した基本構想を基に進めてまい

りますが、国や県、事業者との協議の過程におい

て進捗に影響を及ぼす事案が生じることも想定さ

れます。

市といたしましては、脇野沢地域の皆様の思い

に報いるために、全力で取り組んでまいりたいと

考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） これまでのリフレッシュセ

ンター鱈の里ですけれども、例えば今現在といい

ますか、今は閉鎖しておりますけれども、これま

でずっと来た経緯でいきますと、売店はもちろん、

食堂、研修室とか体験学習できるような場所とか、

そういった全体であれこれできるような施設だっ

たわけです、当初は。今はもう売店のみというふ

うな流れでありますけれども、その鱈の里の機能

は、これまでの施設と比較してどの程度反映され

るのか。現在計画段階になっていますけれども、

その点について伺います。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） リフレッシュセンタ

ー鱈の里は、昭和62年にオープンし、およそ40年

の間、地域の皆様はもとより、観光に訪れた多く

の方々にご利用いただいておりました。新流通セ

ンターの基本構想では、これまで以上に脇野沢地

域の玄関口として特産品が購入できるスペース、

飲食店、そのほか団体の活動スペース、さらにむ

つ湾フェリーの発券場や24時間トイレも整備する

計画でありまして、より利便性の高い施設を目指

して取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 新たにできる流通センター

は、脇野沢地区にとってのどのような位置づけ、

果たす役割等についてどのように考えているの

か。全体的に新たにできると。あれもこれも閉鎖、

または廃止というふうな流れの中で、すごく地域

としては期待しているところが大でありますの

で、その点についてどのように考えているのか伺

います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど商工観光部長から答弁

させていただいたとおり、リフレッシュセンター

鱈の里、昭和62年、40年の間、地域の皆様に親し

まれてきた施設でありますので、なくなるという

よりは、あれもこれもなくなるというよりも、わ

きのさわ夢プロジェクト推進協議会で、先ほど壇

上で答弁させていただきましたけれども、あれも

やりたい、これもやりたい、これもつけたい、そ

ういう思いを込めた施設であります。

なくなる反面、今までなかったような、例えば

先ほど壇上では一例と申し上げましたけれども、

屋根が１メートルないし２メートル突き出して、

その下でいろんなものを売れるスペースが欲しい

だとか、そういったものを全て今盛り込んで設計

に向かっている状況でありますので、なくなるも

のはなくなりますし、一方で新たなものもたくさ

ん誕生すると思いますので、そういう期待を込め

てわきのさわ夢プロジェクト推進協議会の皆さん

だけではなくて、脇野沢地域の皆さんとこれから

も夢や思いが込められた、地域の象徴となるよう
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なランドマークとして整備、計画していきたいと

思います。

また、脇野沢地域の皆さんにとりまして、希望

と活力を生み出す魅力ある施設となるよう、基本

構想を基に取り組んでいきたいと思いますので、

ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 18番。

〇18番（佐々木隆徳） 最後に、市長にお願いとい

うか、要望になりますけれども、脇野沢の観光の

拠点、そしてまた脇野沢の目玉として大いに期待

しておりますので、ぜひともその点につきまして

よろしくお願いいたしまして、一般質問を終わり

ます。

〇議長（冨岡幸夫） これで、佐々木隆徳議員の質

問を終わります。

ここで、午前11時10分まで暫時休憩いたします。

午前１０時５９分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎富岡直哉議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、富岡直哉議員の登壇を

求めます。９番富岡直哉議員。

（９番 富岡直哉議員登壇）

〇９番（富岡直哉） おはようございます。会派陸

奥未来の富岡直哉でございます。

昨日は、むつ市議会３度目の出場となりました

むつ下北地区綱引大会でありました。今年は、む

つ市役所からも国スポ・障スポをＰＲするための

チームなど、初出場のチームもあったことから、

今年こそはとユニフォームを新調するなど、我々

むつ市議会チームは、気合だけは十分で挑んだ大

会でありました。何の根拠もありませんが、今年

は１勝できるのではないかと安易に考えていたの

は、私だけではないと思います。そんなかいもな

く、全敗で今大会も終えました。いつになったら

１勝することができるのでしょうか。この悔しさ

は、来年へのばねとして、体力、そしてチームワ

ークとともにレベルアップして来年に臨む決意で

あります。

それでは、むつ市議会第266回定例会に当たり、

通告に従い一般質問を行います。市長並びに理事

者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよ

ろしくお願いいたします。

初めに、質問の１項目め、あおもり国スポ・障

スポについてであります。いよいよ来年に迫りま

した第80回国民スポーツ大会並びに第25回全国障

害者スポーツ大会は、本県にとって昭和52年のあ

すなろ国体以来、実に49年ぶりの開催であり、半

世紀に１度の大事業であります。

私は、むつ市議会で最も若い37歳でありますの

で、当時の様子を直接知る世代ではございません

が、当時を知る方々からは、町全体が熱気に包ま

れ、まさに県民が一つになった大会であったと伺

っております。来年のあおもり国スポ・障スポも、

そうした熱気と誇りを再び呼び起こすものと期待

しております。

今回の大会においても、むつ市は開催地の一翼

を担う自治体として、多くの選手や関係者を迎え

入れることから、本大会を通じて全国から訪れる

方々に当市の豊かな自然や文化、そして人の温か

さを感じていただくことは、地域のＰＲにとどま

らず、観光振興や移住定住の促進など、今後のま

ちづくりにも大きな効果をもたらすものと考えま

す。

また、今年度は来年の本大会を見据えたリハー

サル大会が実施され、関係機関の連携や受け入れ

体制の確認などが行われたものと承知しておりま

す。
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大会の成功に向けて、ここで得られた成果と課

題をしっかりと検証し、来年の本番へ確実に生か

していくことが重要であり、このあおもり国スポ

・障スポを契機に、むつ市の存在感をさらに全国

に発信できるよう、市民、行政、関係団体が一丸

となって取り組むことが求められております。

以上のことを踏まえ、次の３点についてお伺い

いたします。

１点目は、リハーサル大会の検証と課題につい

て。

２点目は、選手及び関係者の受け入れ体制につ

いて。

３点目は、むつ市実行委員会の取組についてお

伺いいたします。

次に、質問の２項目め、選挙についてでありま

す。あおもり国スポ・障スポが終了すると、翌年

には当市において多くの選挙が控えております。

春の県議選を皮切りに市長選、知事選、そして市

議選と、まさに当市は選挙イヤーとなります。

選挙は、言うまでもなく民主主義の根幹であり、

私たち一人一人が主権者として意思を示す最も基

本的で重要な機会であります。

しかしながら、近年は全国的に投票率の低下が

続いており、当市においても例外ではありません。

特に若い世代の投票離れ、あるいは高齢者の方々

の投票所までの移動の負担など、様々な課題が指

摘されております。

一方で、期日前投票を利用する市民の割合は増

加傾向にあるものと承知しており、投票行動の多

様化が進んでいる状況でもあります。

また、人口減少が進む中で、選挙事務の体制そ

のものについても見直しの時期を迎えているので

はないかとも考えております。実際に当市では、

直近２回の選挙において、投票が無効となる事案

が相次いでおり、これは複数の要因によるものと

承知しておりますが、同時に選挙事務に従事する

人員の減少や、１人当たりの負担増加も背景にあ

るのではないかと推察しております。

このような状況を踏まえれば、今後の選挙運営

体制の在り方について抜本的な見直しを行う必要

性を強く感じております。

以上のことを踏まえ、次の４点についてお伺い

いたします。

１点目は、当市における期日前投票者の割合と

その推移について。

２点目は、投票区・投票所の見直しについて。

３点目は、ポスター掲示場設置箇所の見直しに

ついて。

４点目は、投票率向上に向けた取組についてお

伺いいたします。

次に、質問の３項目め、むつ市地元企業優先調

達に係る基本方針についてであります。むつ市の

地域経済を支える柱は、言うまでもなく地元企業

の皆さんであります。日々地域の雇用を支え、納

税を通じて市の財政を下支えし、そして何よりも

地域の行事や災害時の支援など、様々な場面で市

民生活を支えてくださっているのが地元企業の皆

さんであると思います。

こうした地域の担い手である企業がしっかりと

根を張り、地域とともに成長していくためには行

政が率先して地元企業を支援し、公共調達におい

ても、その力を最大限に生かす仕組みを整えるこ

とが不可欠であります。

私は、昨年３月のむつ市議会第259回定例会に

おいて、むつ市内に本社のある中小企業の育成に

ついて一般質問を行いました。その際に問題提起

をいたしましたのは、むつ市中小企業振興基本条

例において、市の発注に際し、むつ市に本社を置

く事業所と、むつ市に事業所を持つ事業者との間

に差が設けられていないという点であります。若

者の地元定着や地域における雇用の創出を考える

とき、特に重要なのは地元に本社を置く企業の育
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成であります。将来のむつ市の持続的な発展を見

据えれば、この部分にこそ重点的な支援と優遇措

置を講じる必要性があると申し上げたところであ

ります。

その後、市では本年７月、地元企業の育成、雇

用の確保及び地域経済の活性化、さらには持続可

能で活力ある地域社会の実現に寄与することを目

的として、地元企業からの優先的な調達を図るた

めの基本方針が定められました。このことは、市

としての明確な方針が形となって示されたものと

理解しており、今後の展開に期待するものであり

ます。

そこで、１点目は、この基本方針が制定される

までの経過について、どのような検討過程や背景

があったのかお伺いいたします。

２点目は、今年度の公共調達の状況について、

地元企業の受注実績や変化について、現時点にお

いてどのような状況となっているのかお伺いいた

します。

３点目は、今後の地元企業優先調達のさらなる

拡充や方針の見直し等について、市としてどのよ

うに取り組んでいかれるのか、その方向性につい

ての見解をお伺いします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 富岡直哉議員のご質問にお答

えいたします。

まず、あおもり国スポ・障スポについてのご質

問につきましては、担当部長からの答弁とさせて

いただきます。

次に、むつ市地元企業優先調達に係る基本方針

についてのご質問の１点目及び２点目につきまし

ては、担当部長からの答弁とさせていただきます。

次に、ご質問の３点目、今後の方向性について

お答えいたします。むつ市におきましては、公共

調達に係る関係法令との整合性を図りつつ、本基

本方針を適正に運用していくことが重要であると

認識しております。そのため、今後におきまして

も、入札、契約に係る競争性、公平性及び透明性

の確保を第一に、本基本方針を軸として地元企業

の育成、雇用の確保及び地域経済の活性化並びに

持続可能で活力ある地域社会の実現に取り組んで

まいりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会委員長。

（畑中政勝選挙管理委員会委員長

登壇）

〇選挙管理委員会委員長（畑中政勝） 富岡直哉議

員のご質問にお答えいたします。

まず、選挙についてのご質問の１点目、当市に

おける期日前投票者の割合とその推移についてお

答えいたします。今年７月20日に行われた第27回

参議院議員通常選挙の投票者数は２万5,308人で、

このうち期日前投票を利用した人数は１万

5,671人となっており、その割合は61.9％です。

当日の投票所での投票者数8,985人を大きく上回

っております。

期日前投票の割合の推移につきましては、令和

４年７月10日執行の第26回参議院議員通常選挙で

は49.35％でありました。また、近年の状況では

令和５年執行の選挙につきましては、４月９日執

行の青森県議会議員選挙では48.0％、４月23日執

行のむつ市長選挙では50.6％、６月４日執行の青

森県知事選挙では58.8％、10月１日執行のむつ市

議会議員選挙では51.6％でありました。さらに、

昨年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙では

55.6％と年々期日前投票を利用する人の割合は増

加しております。

次に、ご質問の２点目、投票区・投票所の再編

についてお答えいたします。現在のむつ市内の投

票区は、むつ地区36投票区、川内地区13投票区、

大畑地区14投票区、脇野沢地区６投票区で、合計
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69投票区となっており、合併前の各市町村の投票

区をそのまま引き継いでおります。

平成17年３月の合併から20年が経過し、合併時

５万4,814人であった有権者数は、本年９月時点

では４万4,802人となっており、１万12人の減少

で、減少率は18.26％となっております。

投票所の運営に関して、投票管理者をはじめと

した選挙事務従事者については、職員及び会計年

度任用職員などが従事しておりますが、合併後の

行財政改革や組織改編などにより職員数が年々減

少していること、また投票所の立会人についても、

地域の人口減少や高齢化により選任が難しい状況

となってきております。

これらの状況から、投票区の見直しの必要性は

十分認識しており、見直しの検討に当たっては地

域住民の皆様のご意見をいただきながら、見直し

により有権者の皆様が投票機会を失うことがない

よう、投票所への移動支援などの負担軽減対策に

ついても併せて検討し、令和９年度執行の選挙か

らの実施を目指して取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、ポスター掲示場設置箇

所の見直しについてお答えします。ポスター掲示

場の数につきましては、公職選挙法第144条の２

第２項の規定により、１投票区につき５か所以上

10か所以内において、選挙人名簿登録者数と、そ

の投票区の面積から算定することとなっておりま

すが、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情が

ある場合、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会

と協議の上、その総数を減らすことができるとさ

れております。

なお、ポスター掲示場の数を減らす協議は、選

挙の都度行うこととなっております。

市町村合併後、平成22年７月の参議院議員通常

選挙では、480か所に設置しておりましたが、平

成23年４月の県議会議員選挙以降、ポスターの掲

示場の数について協議を行い、現在は基準数であ

る484か所から84か所少ない400か所の設置となっ

ております。

今後投票区の見直しが行われた場合、ポスター

掲示場の基準数も減るものと考えておりますが、

設置数や適切な設置箇所であるかなどの見直しは

引き続いて行ってまいりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

次に、ご質問の４点目、投票率向上に向けた取

組についてお答えいたします。今回の参議院議員

通常選挙における投票率向上の取組として、まず

マエダ本店に開設している期日前投票所の投票開

始時刻をこれまでより１時間繰り上げ、店舗の開

店時刻である午前９時から投票ができるようにい

たしました。これにより、従来の期日前投票が開

くまで待つ必要がなくなり、投票に来られる皆さ

んの利便性の向上が図られたものと考えておりま

す。

次の今回の選挙では、市内の大学２校と高等学

校２校におでかけ期日前投票所を開設いたしまし

た。投票できる有権者は、在籍する学生、生徒及

び教職員とし、４校で合計83人の利用がありまし

た。

また、若者に選挙に関心を持っていただくため

の取組として、青森大学むつキャンパスの学生に

よる期日前投票所での投票立会人の従事やマエダ

本店前での街頭啓発活動に従事していただきまし

た。

その他といたしましては、投票日は期日前投票

期間の周知を図るため、市公式ＬＩＮＥなどのＳ

ＮＳを毎日更新するなど、様々な手法を用いて有

権者の皆様に情報発信を行い、投票率向上の取組

を行っておりますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） あおもり国スポ・障
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スポについてのご質問の１点目、リハーサル大会

の検証と課題についてお答えいたします。

リハーサル大会として、本年６月にローイング

競技、９月にセーリング競技、11月にフェンシン

グ競技を開催いたしました。各競技における選手、

監督、競技役員、競技会係員、一般観覧者等の合

計参加者数は、ローイングが3,174名、セーリン

グが2,235名、フェンシングが2,401名となり、合

計7,810名となりました。

各大会とも、おおむね予定どおりに大会を終え

ることができましたが、競技団体や会場設営業者

との情報共有体制、必要となる運営物品の精査、

スムーズな受付案内業務、看護師や消防との医療

救護体制の強化、式典運営業務、競技役員、補助

員の円滑な輸送業務など、様々な業務における細

かな改善点が見えてきたところであります。

大会終了後には、競技団体はもとより、大会運

営に競技会係員として携わった市職員にアンケー

ト調査を実施し、課題の洗い出しを行い、その課

題に関して競技団体と検証を重ね、本大会までに

改善をしていくこととしております。

次に、ご質問の２点目、選手及び関係者の受け

入れ体制についてでありますが、まず受入人数は、

正式競技４競技の選手、監督及び競技役員、競技

会係員は、合計で3,368名となる見込みでありま

す。

また受け入れ体制の要となります宿泊施設や輸

送交通事業者、飲食店等の関係団体の皆様には、

市実行委員会の専門委員会委員として参画してい

ただいており、各分野において連携を図りながら、

受け入れ体制の整備を図ることとしております。

国スポ開催時における選手、監督、競技役員の

延べ宿泊人数は約１万5,000人の宿泊が見込まれ

ており、宿泊施設の確保が大きな課題となってお

ります。

対策といたしましては、配宿本部を設置し、宿

泊施設の一元管理、一括しての配宿を行うことと

しており、市内宿泊施設だけでなく、近隣市町村

も対象とした広域での配宿を検討しております。

次に、ご質問の３点目、むつ市実行委員会の取

組についてでありますが、大会の成功に向けた機

運醸成等の取組として、市実行委員会ホームペー

ジや各種ＳＮＳなどで情報発信を行うほか、市内

イベント等におけるブース出展や競技体験コーナ

ーを設置し、大会のＰＲを行っております。

本年４月27日には、国スポ開催530日前（ゴミ

ゼロ）の節目に、競技会場となるむつマエダアリ

ーナ周辺の清掃活動を行い、約400名の市民の皆

様にご参加いただきました。

また、当市開催競技に関連したスポーツイベン

トとして、青森県出身のプロバスケットボール選

手、津屋一球選手をお招きして、下北地域の中学

生及び青森県障スポチームを対象にバスケットボ

ール教室を開催いたしました。

国スポ・障スポを盛り上げ、来訪される皆様を

おもてなしするための取組として、市実行委員会

では、企業、団体の皆様から広報や大会運営に必

要な物品等の協賛を募集しておりまして、今年度

は横断幕やうちわ、ハンドクラッカー、スポーツ

タオル、ハンドタオル、保冷バッグ、クリアファ

イル、のぼり旗のほか、倉庫の貸与を市内の企業

からご協賛いただいております。

引き続き大会の成功に向けた機運醸成のため、

むつ市一丸となって取り組んでまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） むつ市地元企業優先調

達に係る基本方針についてのご質問の１点目、基

本方針が制定に至るまでの経緯についてお答えい

たします。

まず、基本方針策定の背景についてであります

が、令和５年９月15日付でむつ商工会議所様より
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地元企業優先発注調達に関する要望が市に提出さ

れたことによるものであります。

次に、検討過程についてでありますが、当該要

望書が条例制定のご要望でありましたことから、

まずは条例制定の検討を行ったものであります

が、むつ市中小企業振興基本条例におきまして、

市の責務として「予算の適正な執行並びに透明か

つ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意

しつつ、中小企業者の受注の機会の確保に努める

ものとする」と定めておりますことや、複数のほ

かの自治体で基本方針等により、地元企業受注機

会の確保について定めておりますことから、むつ

市におきましても基本方針を策定することとし、

令和７年７月１日から施行したものであります。

なお、条例制定から基本方針策定への転換につ

きましては、むつ商工会議所様との意見交換会に

てご理解をいただいたものと認識しております。

次に、ご質問の２点目、今年度の公共調達の状

況についてお答えいたします。契約課で所管いた

しました公共調達の令和７年４月１日から10月

31日までの件数ベースでの状況となりますが、全

体で345件のうち、市内に本社のある事業者は

185件、53.6％で、前年同期比で3.7ポイントの減、

市内に本社はないが、営業所等のある事業者は

30件、8.7％で、前年同期比で1.0ポイントの減、

市外の事業者は130件、37.7％で、前年同期比で

4.7ポイント増となっております。

地元企業が減少し、市外の事業者が増加した要

因といたしましては、令和７年４月から10月末ま

での調達総件数が345件に対し、令和６年度同時

期は424件と差があり、また調達が地元企業では

難しいものも毎年一定数ございまして、過去３年

の地元企業の受注割合を見ましても、令和４年度

65.2％、令和５年度61.8％、令和６年度67.0％と

増減を繰り返しておりますことから、年度ごとの

調達する内容や件数の変動によるものと分析して

おります。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） それでは、順次再質問を行い

ます。順番に行きたいと思います。

まず、１項目めのあおもり国スポ・障スポにつ

いての１点目、リハーサル大会の検証と課題につ

いてでありますが、先ほどのご答弁では、おおむ

ね予定どおりに終えることができたということで

ありますが、それ以外、想定外の課題はどのよう

なことが見えてきたのか、まずこの点についてお

伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

想定どおりにいかなかった課題ということでご

ざいますけれども、会場のレイアウトや選手の動

線、競技団体等との調整不足など、細かな点は多

々ありましたが、本大会の運営に向けまして、大

変参考となるものとなりました。

大きな見直しをしなければならないこととし

て、ローイング競技における一般観覧者用の駐車

場の変更が必要となりました。リハーサル大会で

は、一般観覧者用の駐車場は、釜臥山スキー場の

駐車場に停車していただき、競技会場までピスト

ン輸送を行いましたが、駐車場の８割以上が埋ま

る状況となりましたことから、来場者が大幅に増

えます本大会では対応できないと判断いたしたと

ころでございます。そのため、セーリング競技の

ために整備しましたアリーナ南側の駐車場等を活

用することを検討しております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。課

題として、もう一つ大きな部分といたしまして、

むつ市だけではなく、全県的な課題というふうに

なっているのがボランティアスタッフの確保だと

いうふうに認識しております。実際に当市では、

どの程度のボランティアが現状集まっているの
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か。また、今回のリハーサル大会において見えて

きたボランティアスタッフの課題等はあったの

か、その点についてお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

ボランティアスタッフは、先月11月に終了した

フェンシング競技リハーサル大会の開催時点で

は、46名にご登録をいただいておりまして、延べ

38名の方々が大会運営スタッフとして従事してい

ただきました。ボランティアの確保が一つの課題

ではありますが、大会直前でのキャンセルがあっ

たことや、業務内容が十分に周知されていなかっ

たことなどが課題として残りましたので、今後に

おきましてはボランティア募集を継続して取り組

むとともに、事前説明会の開催やマニュアルの充

実を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ボランティアスタッフは、現

在46名の登録ということでありましたが、恐らく

当初の想定よりかなり少ないのではないかなとい

うふうに思っております。

このように、ボランティアスタッフがなかなか

少ない状況であれば、その分職員の皆さんの動員

が増えたのかなというふうに推察するところなの

ですけれども、リハーサル大会では職員の動員は

どうであったのか、また次年度の本大会において

はどの程度の職員の皆さんが動員される予定であ

るのか、その点についてお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

リハーサル大会におきます職員の動員数という

ことでございますけれども、ローイング競技では

４日間、延べ235名、セーリング競技では４日間

368名、フェンシング競技では４日間、延べ179名、

合計で782名の動員となりました。

国スポ本大会では、セーリング競技が８日間で

延べ418名、ローイング競技で７日間、延べ543名、

フェンシング競技で５日間、延べ287名、バスケ

ットボール競技で５日間、延べ226名となってお

ります。

また、障スポのバスケットボール競技、知的障

がいでは、リハーサル大会で２日間、延べ44名、

障スポの本大会で３日間、延べ87名となっており

ます。

来年の動員数の合計は1,605名となっておりま

す。

今年度のリハーサル大会と違いまして、大会の

開催時期が９月と10月の短い時期に集中しますこ

とから、通常業務の停滞や職員の負担等にも十分

配慮しつつ取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 来年は、合計で1,605名の職

員が動員されるということで、部長からありまし

たとおり、通常業務と並行してこなしていかなけ

ればならないと思いますので、ぜひ市民生活への

影響というようなところを十分考慮しながら進め

ていただきたいと思っておりますし、またボラン

ティアスタッフの募集方法につきましても、さら

にやはり改善が必要だなと思っておりますので、

ぜひこの点についても改めて検討をお願いしたい

と思います。

次に、２点目の選手及び関係者の受け入れ体制

についてでありますが、先ほどのご答弁では約１

万5,000人の宿泊が見込まれるということであり

ましたが、やはりこの宿泊の部分は、本当に大丈

夫なのかということがよく話題になります。

宿泊施設を一元管理してやっていくということ

でありましたので、この部分につきましてもしっ

かりと情報共有がされるように調整を進めていた

だきたいというふうに思っております。

この約１万5,000人の方が宿泊するというよう
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な観点からも、飲食、そして交通など、当市にお

いては相応の経済効果が見込まれるのではないか

なというふうに期待しているところであります。

実際市では、この国スポ・障スポではどの程度

の経済効果を見込めるというふうに考えているの

か、もし試算等があればお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

経済効果の試算ということでございますけれど

も、専門機関等への効果測定を行う予定はござい

ませんが、国スポ本大会における正式競技、４競

技におきまして、現時点での延べ宿泊者数と大会

期間を条件とした生成ＡＩによる試算では、直接

効果が２億7,590万円、経済波及効果は４億

6,904万円、合計７億4,494万円となっております。

ただし、この試算は一般的な仮定を用いまして算

出した大会参加者のみの概算金額でありまして、

一般観客による支出や大会運営費による効果、正

確な波及効果乗数などは加味されておりませんの

で、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ＡＩの試算ということであり

ましたが、７億円程度の経済効果が見込める一方

で、これだけの大事業ということで、来年の国ス

ポ期間中は市民生活へ何かしらの影響というのは

やはり出てくるのではないかなというふうに思っ

ておりますが、市としてどのような対応を取って

いくのか、次にその点についてお伺いしたいと思

います。

〇議長（冨岡幸夫） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） お答えいたします。

まず、市内のイベント等を行う場合については、

国スポに多くの職員を動員し、いずれの競技も土

曜日及び日曜日をまたぎ開催されますことから、

この期間イベントの開催は難しいと考えておりま

す。

来年度は、50年に１度の国スポの成功に注力す

ることとし、来年開催されますイベントの開催に

つきましては、休止もしくは日程変更を検討して

いるところであります。

また、市民生活への影響につきましては、時間

帯によりタクシーの不足が生じる可能性があると

考えております。さらに、宿泊施設の不足により、

観光客や出張に訪れる方に支障が生じるものと考

えております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ぜひ影響を最小限に収めてい

ただきたいなというふうに思っております。

次に、３点目のむつ市実行委員会の取組につい

てお伺いしたいと思います。壇上でも申し上げま

したとおり、この国スポはむつ市を全国に宣伝す

る絶好の機会でありますが、実際に先日まで開催

されたリハーサル大会では、どのようなＰＲ活動

が行われたのか。また、今後に向けた活動はどの

ように計画されているのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 当市のＰＲ活動につきまして

は、リハーサル大会では来場した選手や関係者に

対し、うちわやハンドクラッカー、フェイスタオ

ルなど、ご協賛いただいたＰＲグッズのほか、観

光パンフレットを配布し、ＰＲを行っております。

選手、監督に対しましては、むつ市産のヒバの

箸を参加記念品として配布したほか、競技会場に

は振る舞いコーナーを設置いたしまして、スポー

ツドリンクと地元産の水を無料配布しておりま

す。

これらに加えまして、来年の本大会では当市の

銘菓などの振る舞いや、大会優勝者への副賞とし

てむつ市の特産品を贈呈することを検討してお

り、ふるさと納税のリーフレットなども配布し、

当市のＰＲを行うこととしております。

また、国スポ開催62日前がちょうど大湊ネブタ
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祭りの最終日に当たりますことから、大会期間中

に選手の活躍を見守る火であります炬火の彩火イ

ベントを実施することとしております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。大

湊ネブタの最終日に事業が行われるということ

で、私も最大限の協力をしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

次に、この半世紀に１度の大事業、やはりこれ

からを担うこどもたちに何かを感じ取ってほしい

ですし、またこれをきっかけに未来の国スポ、そ

してオリンピック選手が誕生してほしいなという

ことは、恐らく市長も思われているのではないか

なというふうに思いますが、実際に今回の大会に

おいて、市内のこどもたちをどのように巻き込ん

でいく計画であるのか、その点について見解をお

伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 国スポでは、こどもたちが国

内トップレベルの選手や競技を身近に観戦できる

貴重な機会でありますことから、市内の小学５年

生、６年生、中学１年生、２年生を対象にした競

技観戦を実施することとしております。

また、市内小学校にご協力いただきまして、全

国各県ごとの応援フラッグを作成いたしまして、

競技会場に掲げて歓迎装飾とすることとしており

ます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） こどもたちが直接この国スポ

に触れ合うことで、こどもたちの心の中にはレガ

シーとしてこれからも残っていくはずです。やは

り大会後においては、市としてもこのレガシーを

スポーツ振興や観光振興、さらには地域活性へと

つなげていかなければならないというふうに感じ

ておりますが、最後にこの国スポのレガシーにつ

いてどのように残していくべきであるか、市の見

解をお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 令和８年の国スポ・障スポは、

まさに50年に１度のビッグイベントでありますの

で、全国レベルのパフォーマンスを目の前で観戦

し、むつ市出身の選手、また青森県代表選手が、

そして参加した全ての選手に声援を送ることで会

場が一体となり、感動を覚え、こどもたちが競技

を始めたいと思うきっかけになるのではないかと

考えております。

また、市民の皆様お一人お一人が競技の運営や

おもてなしなど、する、見る、支える、いろんな

形で積極的に参画していただくことで、当市を訪

れる選手や観客の皆様の心に残る大会となり、そ

のことでむつ市が好きになり、またむつ市を訪れ

たいという思いが芽生える、そのことこそがレガ

シーであると考えておりますので、これら全てが

スポーツ振興や観光振興、そして地域の活性化に

つながるものと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。本

番まで残り９か月ほどまだありますけれども、万

全な体制で大会を迎えられるよう、引き続きよろ

しくお願いいたします。

次に、質問の２項目めの選挙についての再質問

に入る前に、まずは畑中選挙管理委員会委員長に

おかれましては、このたびの県褒章の受賞、誠に

おめでとうございます。心からお祝いを申し上げ

る次第であります。今後も引き続き健康にご留意

され、ますますのご活躍をお祈りしております。

それでは、再質問のほうに入りたいと思います

けれども、先ほどの答弁で、投票所の見直しにつ

いては令和９年度の選挙から適用を目指している

という形で、思いがけなく明確な答えが出ました

ので、再質問はいいかなというふうに思いかけま

したけれども、様々準備してきておりますので、
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順番にお伺いしたいと思います。

まずは、１点目の当市における期日前投票者の

割合とその推移についてでありますが、やはり年

々増加傾向にあるということでありました。そこ

で、年代別、地区別ではどのような状況であるの

かお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） 期日前投

票での年代別、地域別の利用状況についてお答え

いたします。

本年７月執行の第27回参議院議員通常選挙にお

いて、期日前投票を利用した１万5,671人の年代

別内訳ですが、10代が159人、20代が1,212人、30代

が1,688人、40代が2,273人、50代が2,935人、60代

が2,958人、70代が3,324人、80代以上が1,222人

となっております。また、地域別につきましては、

期日前投票所ごとの利用者数になりますが、本庁

舎の期日前投票所が7,621人、マエダ本店が

5,958人、川内庁舎が691人、大畑庁舎が1,061人、

脇野沢庁舎が257人、そして大学２か所、高校２

か所で行ったおでかけ期日前投票所が83人となっ

ております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。こ

れを踏まえて、２点目の投票区・投票所の見直し

についてお伺いしたいと思います。

現状、再編に当たって当市で一番課題となって

いること、問題となっていることは何であるのか、

その点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） お答えい

たします。

投票所を再編することにより、自宅から投票所

までの距離が遠くなる方が出てまいります。その

中で、特に高齢者等の交通弱者の方々への対応が

必要になると考えております。その対応策として

は、投票所までの巡回バスを走らせる、集約され

る地域に移動期日前投票所を開設するなど、有権

者の皆様の投票機会が失われることがないような

対応策が必要であると考えております。

いずれにいたしましても、地域の実情を十分に

把握し、有権者の皆様へ周知、説明を丁寧に行い、

ご理解をいただいた上で再編を行うことが重要で

あると考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） これから令和９年度に向けて

様々な課題を検討していかれるというふうに思い

ますが、これだけ期日前投票が増えてきていると

いうような現状を踏まえれば、当日の投票時間の

見直しについても考えるタイミングを迎えている

のかなというふうに思っております。

現状、夜間の投票状況についてはどのような状

況であるのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） お答えい

たします。

夜間の投票状況につきましては、これも同じく

７月に行われた第27回参議院議員通常選挙では、

当日投票者数8,985人のうち、午後６時以降、午

後８時までに投票を行った方は、むつ地区で848人

川内地区で40人、大畑地区で73人、脇野沢地区５

人、合計966人、割合としまして10.75％となって

おります。なお、むつ地区以外の地区は、投票所

の閉鎖時刻は午後７時となっております。

投票所の閉鎖時刻の繰上げにつきましては、投

票立会人の皆様からも、拘束時間が長く身体的に

も負担が大きいというご意見が多いこともあり、

投票立会人確保の観点からも、投票所の再編と併

せて研究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。



- 35 -

〇９番（富岡直哉） できれば７時以降の投票状況

について知りたかったなというふうに思うのです

けれども、ぜひこれから検討する際には、この投

票時間、そしてポスター設置箇所についても併せ

てご検討していただきますようお願いしたいと思

います。

次に、４点目の投票率向上に向けた取組につい

てお聞きいたします。以前報道等で一躍有名とな

った投票カーについては、最近見かける機会がな

くなりました。非常にいい取組であるなというふ

うに思っておりましたが、現在この投票カーの運

用についてはどのようになっているのかお伺いい

たします。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） 車両を使

用した期日前投票所の開設につきましては、令和

元年10月６日執行のむつ市議会議員一般選挙の際

に運用したものであります。これは、選挙権年齢

が20歳から18歳に引き下げられたことの高校生へ

の周知等を目的として、田名部高等学校、大湊高

等学校及びむつ工業高等学校の３校にワゴン車を

派遣し、実施したものでございます。

実施した結果ですが、３校で生徒の投票者数が

94人、それ以外の投票者が82人でありました。

また、運用面では車両スペースの制約もあり、

車内では１名ずつしか投票ができないこと、車内

が暗いこと、受付係等の配置や順番待ちの有権者

のために車両の外にテントを設営しなければなら

ないこと、天候の影響を大きく受けることなどの

課題が確認されたところでございます。

これらの状況から、現在では車両での運用は行

っておらず、校舎等の屋内においておでかけ期日

前投票所の設置を行っているところでございます

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） これから投票区、そして投票

所の見直しが行われるに当たって、この投票カー

がまた活躍する場面が出てくるかと思います。様

々課題はあろうかと思いますが、この投票カーに

ついては投票行動を促す、そのような効果もある

というふうに認識しておりますので、この投票カ

ーの運用についても運用基準等をしっかり定めて

今後につなげていただきたいというふうに思って

おりますので、ぜひ活用のほう、よろしくお願い

いたします。

それで、この項目の最後となりますが、これか

ら投票所の見直しに当たっては、投票の機会をど

う担保していくかということが大きなポイントに

なってくるというふうに思っております。特に高

齢者の利用方法については配慮が必要ということ

で、そこで提案なのですが、平日の日中、市内で

一番市民が集まると言われているむつ総合病院へ

の期日前投票所の設置についての見解についてお

伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 選挙管理委員会事務局長。

〇選挙管理委員会事務局長（野坂武史） お答えい

たします。

病院への期日前投票所設置につきましては、他

の自治体の事例を調べたところ、過去に秋田県湯

沢市で平成28年から実施しておりました。湯沢市

へ直接電話で詳細を伺ったところ、市民の利便性

や投票率の向上など、一定の効果はあったものの、

新型コロナ禍を経て感染症対策などの観点から設

置が難しくなり、現在は実施していないとのこと

でありました。

むつ総合病院は、市内で最も人が集まる施設で

あることは認識しておりますが、やはり感染症対

策として外部からの人の流れに敏感になっている

ことや、通院患者の駐車場不足等もあり、現時点

では期日前投票所の設置は非常に難しいものと考

えております。

しかしながら、期日前投票所の設置は今回ご提
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案のように、人の集まる施設に設置することが非

常に有効であると考えておりますので、今後の新

たな設置を行う際には、他の自治体での事例等を

参考に研究をしてまいりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） やはり病院での実施は、感染

症等の問題などがあってハードルが高いなという

ふうに思いますが、今後の検討課題として、ぜひ

とも頭の片隅に入れておいていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。

次に、３項目めのむつ市地元企業優先調達に係

る基本方針についてお聞きいたします。まず、１

点目の基本方針が策定に至るまでの経緯について

でありますが、商工会議所が要望書を提出してか

ら基本方針として策定されるまで、２年弱の期間

を要していますが、今回の基本方針を定める上で

特に課題となっていたことは何だったのか、その

点についてお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

入札における競争性や公平性及び透明性の確保

と地元企業を優先することとのバランスが課題で

あると認識しております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 次に、２点目の今年度の公共

調達の状況の詳細についてお聞きしたいと思いま

す。

まず、市内に本社がある企業と市内に営業所が

ある企業の受注割合についてはどのような変化が

あったのか、併せてどの分野で最も変化が見られ

たのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） まず、受注割合につい

てでございますが、市内に本社のある事業者は、

前年同期比3.7ポイントの減、市内に本社はない

が営業所等のある事業者は、前年同期比1.0ポイ

ントの減とそれぞれ減少しております。この要因

につきましては、先ほどご説明いたしましたとお

り、年度ごとの調達する内容や件数の変動による

ものと考えております。

次に、分野別の変化についてでありますが、工

事業務委託及び物品購入のうち、物品購入におき

まして、市内に本社のある事業者が60件、71.4％

で、前年同期比3.6ポイント増となっており、最

も変化が見られた部分となっております。この要

因につきましては、総調達件数の減少に伴い、物

品調達の総件数も118件から84件に減少しており

ますものの、そうした中でも学校関連の物品購入

や印刷製本等、市内業者の受注が一定数保たれた

ためであると分析しております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 時間がなくなってまいりまし

たので、まとめに入りたいと思います。

最後に、現状は基本方針ということで進められ

ておりますが、当初商工会議所からは地元発注の

条例を定めてほしいというような要望であったも

のと承知しております。

愛知県の岡崎市などでは、地元企業優先調達条

例として進めている自治体もありますが、今後こ

の基本方針については、条例として発展させてい

くことはあるのか、最後にこの点についてお伺い

したいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 他自治体におきまして、地元

企業優先調達条例があることは認識しております

けれども、基本方針の策定に当たりましては、ご

要望いただきましたむつ商工会議所様と６回にわ

たる協議を重ねて基本方針を策定いたしておりま

すので、これをまずはしっかりと運用することが

重要であると考えており、そのことを通じまして、

むつ市の地域経済発展のために地元企業の皆様
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が、その力を最大限に生かせるよう取り組んでま

いりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで富岡直哉議員の質問を

終わります。

ここで、昼食のため午後１時30分まで休憩いた

します。

午後 零時０７分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎佐賀英生議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、佐賀英生議員の登壇を

求めます。19番佐賀英生議員。

（19番 佐賀英生議員登壇）

〇19番（佐賀英生） こんにちは。19番、市誠クラ

ブの佐賀英生です。むつ市議会第266回定例会に

当たり、通告に従いまして一般質問いたします。

理事者各位の前向きな答弁をよろしくお願いいた

します。

今年もあと３週間ほどで終わろうとしておりま

すが、ここ約１年、首長に対し、不信任決議がた

くさん届いておりました。全部で７件。そのうち

４件が議会を解散するという筋違いと言わざるを

得ない行動に出ております。地方自治法第178条

は、不信任決議を受けた首長に議会解散権を認め、

解散しないときは失職すると定めております。首

長と議会が対立し、関係修復が難しい場合、選挙

による有権者の判断に委ね、解決を目指すもので

あります。

承知のとおり、議会を解散しても、選挙後の議

会だから再度不信任案を決議されれば首長は失職

し、首長選挙が行われます。首長と議会が共に住

民を代表する地方自治体の二元代表制において、

どちらかを欠く状態が長く続くことは行政の停滞

を招き、住民の暮らしに影響しかねないというこ

とになります。

首長の不祥事に伴う不信任であれば、議会解散

という暴挙を乱用せず、首長選で信を問うのが筋

ではないかと思っております。７件のうち４件は、

その不祥事に当たる事例ではないかと私は思って

おります。

立場に恋々とし、一部の支持者からの慰めを都

合よく受け止め、信を問わず居座ろうとするその

考えにあきれ果てております。

これから静岡県伊東市、沖縄県南城市、群馬県

前橋市と３市の首長選があるわけですが、きちん

とした説明責任も果たすことなく選挙に持ち込む

とは、人間性が問われるものではないでしょうか。

「説明責任を果たす」、「丁寧に説明する」と

いう言葉は、政治家には対義語であることと、裁

判中です、入院する、ドリルで証拠隠滅を図るな

どの手法は、国会議員の得意技でもあります。ど

のような結果を住民が出すのか、とても楽しみに

しております。

何かここ数年、週刊誌などが抜いているせいも

あるかもしれませんが、ちょっとした不祥事が目

立つように感じられます。法律は犯してはいない

ものの、道義的にどうなのかというものが感じら

れます。法律も道議も、守るべき規範であること

は当然ですが、法律は強制力を持つ罰則つきのル

ールで、道義は社会通念、倫理感、人としての当

然の規範であり、客観的で普遍的なものではない

でしょうか。強制的な罰則はないものの、人が生

きていく上での一番大切なことであろうかと思っ

ております。私も重々気をつけて生きていきたい

と思っております。

それでは、通告に従いまして、３項目５点につ

いて質問いたします。

１項目めのデータセンターについて質問いたし
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ます。データセンターとは、サーバーやネットワ

ーク機器などの装置を保管、運用するための物理

的な施設で、内部にはサーバー収納やネットワー

ク機器を設置するスペースがあります。高速回転

冷却装置、大容量電源など、サーバーに必要な設

備が備えられております。

調査によりますと、首都圏にあるデータセンタ

ーの平均稼働率は、2022年時点で88％とされてお

り、一般的にはデータセンターの稼働率は70％以

上が健全とされており、88％の稼働率ということ

で新規の受入れが困難な状態が続くことが予想さ

れるため、現在ではおおむね九州や北海道にも建

設されておりますが、その需要と相まってデータ

センターの地方分散化の必要性が高まっておりま

す。

地方にデータセンターを置くことの大きなメリ

ットの一つは、コスト削減をできるということで

す。地方のデータセンターは、首都圏に比べて地

価や人件費が安価で済むため、運用コストを大幅

に削減することが可能になることと、物理的な施

設の設備費用や運用費用が低いため、企業は効率

的に運用されると言われております。

また、電力料金や設備の維持費用など低く抑え

ることができるため、長期的な運用コストの削減

につながるとも言っております。特に限られた予

算の中で効率的な運用を行うことが求められる中

小企業の場合、地方のデータセンターの利用はＩ

Ｔインフラ構築の費用対効果が高められるとも記

されておりました。

そのほかにもセキュリティー効果や自然災害発

生時運用の効率化、補助金の利用など、地方のデ

ータセンターのメリットは大きいものとされてお

ります。もちろんデメリットもありますが、私は

総合的に考えて、メリットのほうが大きいように

感じ、データセンターのみならず、それに付随し

た事業や学習、研究など、トータル的に考えてお

ります。

以上のことを踏まえ、市長にお伺いいたします。

１点目として、データセンター誘致の情報収集

について。

２点目として、データセンター誘致に関して当

市の優位性と劣位性について。

以上、２点についてお伺いをいたします。

２項目めの道の駅について質問いたします。道

の駅につきましては、10年ほど前から当該事案が

惹起しており、度々各議員から質問が出ておりま

すので、ここではるる申しませんが、現在足踏み

状態に感じられるその道の駅構想、そろそろ動き

出してもいい頃と感じていますので、早速質問い

たします。

１点目として、道の駅計画の状況について。

２点目として、今後の計画について。

以上、２点について市長にお伺いをいたします。

次に、３項目めの防災情報電話・ＦＡＸ配信事

業について質問いたします。

先般の臨時会において、補正予算で提案されて

おり、可決されましたが、詳細について熟知して

おくとともに、広く市民に周知していただくため

にお伺いいたします。

先般老人クラブの集まりのときに、このような

事業があり、携帯電話のない人も、放送が届かな

いお宅にも、電話やＦＡＸでお知らせすることが

できますと報告したところ、いろいろな意見や質

問が出ました。それを踏まえて質問をさせていた

だきます。

防災情報電話・ＦＡＸ配信事業の詳細な内容に

ついて市長にお伺いをいたします。

以上、壇上よりの質問といたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 佐賀議員のご質問にお答えい

たします。
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まず、データセンターについてのご質問につき

ましては、副市長からの答弁とさせていただきま

す。

次に、道の駅についてのご質問の１点目、道の

駅計画の現状につきましては、担当部長からの答

弁とさせていただきます。

次に、ご質問の２点目、今後の計画についてお

答えいたします。市では、道の駅整備に関する調

査を進めており、今後提出された報告内容を基に、

国道279号むつ南バイパスむつインターチェンジ

付近の建設候補地の地質の状況を把握し、建築物

及び工法の検証、外構整備に係る地盤改良の検証、

周辺排水計画の検証、概算工事費の算出、事業ス

ケジュール等につきまして、市関係部署において

様々な検討を進め、道の駅整備の実施の是非につ

いて決定してまいりたいと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、防災情報電話・ＦＡＸ配信事業について

のご質問につきましては、担当部長からの答弁と

させていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 齋藤副市長。

（齋藤友彦副市長登壇）

〇副市長（齋藤友彦） 佐賀議員のデータセンター

についてのご質問にお答えいたします。

まず１点目、データセンター誘致のための情報

収集についてでありますが、若者をはじめとする

人材を地域にとどめ、地域に戻すためにも、地域

に働く場を創出していくことが求められており、

今後ＡＩの普及に伴い需要が増加するデータセン

ターの誘致につきましても、その一つになり得る

と考えております。

市では、現在データセンターの立地に必要とな

る電力供給や通信インフラ、自治体としての取組

の在り方等について、関係機関との情報収集と意

見交換を進めております。具体的には、10月15日

に東北電力株式会社及び東北電力ネットワーク株

式会社の担当者を庁舎にお招きし、電力供給や系

統の状況、誘致の取組について情報収集と意見交

換を行っております。

また、11月10日には国内有数のデータセンター

集積地である千葉県印西市を視察し、印西市役所

からデータセンター立地の経緯や市の取組等につ

いて知見の聞き取りを行っております。

さらに先日、東北電力株式会社、ＮＴＴ東日本

株式会社及び株式会社日本政策投資銀行の３者で

東北、新潟地域へのデータセンター誘致の推進に

向けた業務協力協定締結の報道発表があったこと

を受け、11月27日に東北電力株式会社及びＮＴＴ

東日本株式会社との打合せを東北電力本社にて行

い、電力及び通信インフラの観点から、本市での

データセンター立地の可能性や課題について意見

交換を実施しております。

これらの取組を踏まえまして、引き続き本市と

しての誘致の可能性や必要な環境整備、企業ニー

ズへの対応方策などについて検討を進めてまいり

ます。

次に、ご質問の２点目、優位性、劣位性につい

てでありますが、これまでの意見交換から、まず

本市の優位性としては、年間を通じて冷涼な気候

にあり、サーバー冷却に必要となるエネルギーコ

ストの低減が期待できる点が挙げられます。

また、当市は原子力関連施設立地地域であるこ

とから、一般財団法人電源地域振興センターが実

施する原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事

業、いわゆるＦ補助金でありますが、この活用が

可能であり、企業側にとっては電気料金の抑制に

つながる優位性があると認識しております。

一方で、劣位性といたしましては、データセン

ター利用の主要な消費地から距離があること、さ

らには受皿となる産業基盤や関連インフラが十分

に整備されていないことが課題であると認識して

おります。
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これらを踏まえまして、市といたしましては、

誘致を進めるためには産業団地の整備を含めた環

境整備を総合的に検討する必要があるものと考え

ております。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） 道の駅についてのご

質問の１点目、道の駅計画の現状についてお答え

いたします。

本件につきましては、令和５年９月に開会され

たむつ市議会第257回定例会で答弁しております

が、道の駅整備基本方針を策定いたしました平成

25年当時と現在とでは、建設予定地周辺の商業施

設の新規立地も含め、求められる道の駅の姿や役

割にも変化が見られることから、下北半島縦貫道

路むつ南バイパス完成後の交通量なども勘案し、

基本的な機能等についてゼロベースで検討するこ

ととしておりました。

その後、令和６年２月に青森県より下北半島縦

貫道路の全線完成目標を令和14年度とする発表が

ありましたことから、これを契機として道の駅構

想を再び動かすための調査を行っております。

調査に当たりましては、体験型の観光について、

専門的知見を有する民間事業者からご提案をいた

だきながら、地域資源の現状や課題の抽出、エコ

ツーリズムの検討や提案、既存の観光施設や道の

駅への構想提案を策定するむつ市アウトドアグラ

ンドデザイン策定業務委託の発注に加え、現在の

建設候補地での整備を想定した課題の整理及び解

決方法の提案、概算事業費の算定、事業スケジュ

ールの検討を行う（仮称）道の駅整備事業に関す

る検証業務委託の発注を実施しております。

なお、先ほど市長答弁でもありました報告内容

とは、この検証業務委託の報告書でありまして、

その報告書が提出された後、道の駅整備の実施の

是非について決定してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） 防災情報電話・ＦＡＸ配

信事業についてのご質問、防災情報電話・ＦＡＸ

配信事業の詳細な内容についてお答えいたしま

す。

市では、津波情報や避難情報、緊急性を伴う行

政情報をご自宅の固定電話やＦＡＸに配信するサ

ービスを導入し、情報伝達手段の一層の充実に努

めてまいりたいと考えております。

ご利用に当たりましては、携帯電話やスマート

フォンでの情報の取得に不安をお持ちの方や困難

な方で、ご自宅に固定電話やＦＡＸをお持ちの方

を対象とし、配信内容は津波情報や避難情報の発

令時に加え、緊急性を伴う行政情報を想定してお

ります。

サービスのご利用に当たりましては、利用を希

望される方から事前に申請をしていただき、電話

番号を市に登録する必要があります。

サービスの開始時期につきましては、現在整備

中のデジタル防災センターや防災行政無線との連

携、操作訓練等を行う必要がありますことから、

令和８年４月１日の運用開始を目指して準備を進

めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 答弁いただきました。ちょっ

と順番が、道の駅、いっぱい聞いて、少ししか頭

に残っていませんので、すみません、書くのも３

行しか書いていないのですけれども。

そうすれば、答弁の中で、グランドデザインを

今つくっている最中であると。令和14年にできる

かできないかを、まずその前段で調べているとい

うことなのですが、このグランドデザイン、是非

を問うこの資料もしくは根拠となるものをいつま

でにつくる予定なのか、まずそこから教えてくだ

さい。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。
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〇商工観光部長（山﨑 学） お答えいたします。

まず、昨年度から引き続き今年度行っている事

業といたしましては、むつ市アウトドアグランド

デザイン策定業務、これが１つ、今年度の事業と

いたしまして、道の駅の整備に関する検証業務委

託の２本あります。

まず、アウトドアグランドデザインにつきまし

ては報告書が上がっておりまして、その内容を既

に確認している状況です。もう一つの検証業務委

託につきましては、来年度の予算編成に間に合わ

せる形で契約しておりますので、近日中には上が

ってきます。こちらの内容は、現在の候補地で、

実際に道の駅を建設するに当たって様々、排水、

地質含めて可能なものかどうか、実際やった場合、

大体どのくらい経費が想定されるかという報告が

近日中にされる予定ですので、それを踏まえた上

で決定したいと市では考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 比較的前向きといいますか、

やろうとする前提で今のところは調べてあると理

解してよろしいでしょうか。ですから、結構早め

に進んでいるのです、ちょっとこっちが情報を得

られなかっただけで。いいものだと思いますので、

その検証ができたあたりは、議会のほうに、途中

のこうありましたというのは教えていただけるで

しょうか。そのことについてよろしくお願いしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど担当部長から答弁させ

ていただいたとおり、平成25年当時、現在とでは

建設予定地周辺の立地も含めて、求められる地域

が変わっておりますので、ある程度のところでは

議会に報告したいなと思っておりますけれども、

一方で、一方でというのは、市の道の駅整備事業

に関する今計画というのは調査しながらやってお

りますけれども、イメージしやすいのは横浜町の

道の駅でございまして、横浜町の道の駅の向かい

側には24時間トイレ、また除雪ステーションが整

備されております。県、国とも、そういった施設

について、どこにどう配置していくかという協議

が必要になってまいりますので、国、県、市の道

の駅の整備部分含めて検証しながら、その過程に

ついて議会に報告してまいりたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 大変前向きに捉えていただき

ありがとうございます。私も前向きに捉えていき

たいと思っておりますので。

このスケジュール的には、今これが出る、今の

２つの検証ですか、次年度出ると。それをやった

上で、これから第２段階といいますか、場所は今

市長がおっしゃったとおりの形になっていく。そ

うなると、逆算していけば令和14年あたりの開通

に合わせていくということなのですけれども、タ

イムスケジュール的にどうなのでしょうか。それ

というのは、そのようにいきそうなものかどうか

というのをもう一つお願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほども申し上げたとおり、

国・県の施設の部分がどの程度になるのか、用地

部分をどうするのかという協議もありますので、

そこに少し時間がかかるということと、もう一つ

はやはり財源ということが問題になりますので、

市の負担で100％やるということではなくて、防

災道の駅、国土交通省の予算になるのか、そうい

ったことも含めて検証しておりますので、そこが

見えた段階には皆様にお示ししてまいりたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございました。私

が欲しかったのは、この数字が欲しかったのです。

例えば何年後にこれやる、大体これがこれにして

逆算するというものが欲しかったので、その所期
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の目的は達成しました。あとは、中村議員がたっ

ぷり内容を細かくやると思いますので、少し取っ

ておいてあげなくてはいけません。

次に移らせていただきまして、次は情報電話と

ＦＡＸなのですけれども、取りあえず津波情報と

緊急的なものと。僕、これすごくいいことだと思

っていますし、老人クラブの方々も皆さん喜んで

いました。ただ、一番の問題がこの電話番号の登

録と覚えなのです。番号は覚えやすいやつがいい

のですけれども、あと今やってもらいました、あ

りがとうございました、電話の半額補助の関係で、

かなりつけさせていただいていますけれども、要

はおしゃべりする電話とか、今ほとんどですから、

その登録の仕方なのです。自分でできないと、ど

こから電話が来たか分からないと。ましてや今私

の携帯にも、自宅にも、わざわざ「携帯電話があ

と２時間後に止まりますよ」とご丁寧に電話が来

て、止まったためしがないのですけれども、そう

いうのが結構多くて、年寄りの方というのはなる

べく電話に出ないようにしているらしいのです

が、その方法というのは、そこまで心配してあげ

ることはないと思うのですが、何かアイデアとか、

考えとかありますでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

発信される際の固定電話のほうに配信される電

話番号でございますけれども、伺っているところ

によりますと、サービス提供事業者からの固定の

電話番号で発信されるということでありますの

で、まずは市役所からの電話ではなく、提供事業

者からの電話番号となります。お客様にナンバー

ディスプレーの機能があれば、着信の番号が表示

されることになりますので、あらかじめその番号

を登録、ご家族の方か、ご親戚の方に登録してい

ただくと、そういう迷惑電話との区別がつきやす

いのかなと感じております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） そうですよね。一々電話の登

録とか、親戚とか何かいろんな人、分かりやすい

電話番号にしていただければ助かるし、またこの

方法というのは、逆に僕、もう最終形だと思うの

ですよ、告知の、パブリックリレーションズの最

終形だと思います。もうこれ以上どうやって教え

ろとなったら、放送以外はないですから。

ちょっと何日か前の新聞でしたか、有線放送を

もう一回やれというリクエストが多くて、やろう

と思ったら６億幾らかかると、ちょっともう無理

なのだというのが出ていて、よくよく理解してお

ります。いざどっこい、それが始まるときには広

く告知していただいて、例えば町内に頼んで電話

番号の登録の部分ですとか、そういうものも広く

ちょっと知恵を、あと数か月ありますので、やっ

てもらって、なるべくお年寄りの方が登録できる

ような体制とか、そういうものを築いていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

あとデータセンターなのですけれども、すみま

せん、私自身が理解できないというか、見れば見

るたびに、頭から少しショートして、煙噴いてく

るなり、ゆるくないデータなのですけれども、副

市長に聞いたほうがよろしいですよね。

何かこのデータセンターというのも規模がある

みたいで、先ほどの副市長からの答弁は、大きい

事業者がどちらかといえば多かったですよね、電

力関係とかＮＴＴとか。小さいというか、規模の

小さい企業もあって、地方の中で、ある意味東北

だったら東北でブロックでやれるような企業もあ

ると書いてあったのですけれども、その点は一応

頭の中には、選択肢の一つには入っているのでし

ょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 齋藤副市長。

〇副市長（齋藤友彦） お答えいたします。
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私のほうでお答えいたしました接触先でござい

ますが、こちらはデータセンター誘致に係る環境

整備の観点で必要なインフラ等、その設備の関係

先ということでヒアリングを今させていただいて

いるところでありまして、具体的にどういった実

際のデータセンター側とのアプローチというのは

まだとどまっているというような状況でございま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 分かりました。

去年の暮れあたりでしたか、今頃だったか、ち

ょっと新聞か何かで、青森県の事業者のデータセ

ンターの必要性か何かの座談会みたいな記事を読

みまして、そこからちょっと興味を持ちまして、

私が描いていたのとは若干違うのですけれども、

優位性は比較的あるのではないかなと、いろいろ

ここ何日か調べましたら、かなりいいのですけれ

ども、さっき後半に言ったデメリットです。劣位

性のほうは人の分配ですとか。

僕が考えているのは、要は最終的にこういうも

のがあることによって、ＪＡＭＳＴＥＣとかいっ

ぱいある。学校ですとか、今まで歯牙にもかけら

れていなくて、全部却下されるのですけれども、

高校ですとか学校にも学部ですとか、そういうも

のをつくっていく可能性があるのではないかと。

というのは、ここだけの子ではなくて、いろんな

ところからわざわざ学習に来ると。例えばＪＡＭ

ＳＴＥＣの海洋的な部分ですとか、広く考えてい

けるような特異性のある、特色のある地域に育て

ていくのがいいのではないかと。そういうロケー

ションをつくるための一つのデータベースだと思

って、このデータセンターを考えています。

はっきり言って、市長、データセンターの方向

性、現段階で結構です。やる方向のほうが強いの

か、それとも、うーんと首かしげる部分なのか、

どっちのほうがパーセンテージ強いですか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） データセンター自体は、市が

やるというのも、企業の皆さんが投資してくれる

かどうかにかかっていますので、今現状としては

齋藤副市長から答弁させていただきましたけれど

も、当地域がどういう優位性があって、電気含め

Ｆ補助金の話もありましたけれども、優位性もあ

りますので、そういった体制を構築している状況

にあると認識いただければと思います。積極的に

データセンターの誘致も含めて雇用の創出につな

がる、そして雇用の創出だけではなくて経済効果、

もちろん市の固定資産税による税収もありますけ

れども、そういったことも含めて可能性があると

ころにチャレンジしていきたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございました。私

の中では、私佐賀英生勝手な中には、もう場所も

あんばいも決まっているのです。ただ、それはま

だ言わない。これから少し小出しにしていかなく

てはいけませんし、データセンターも勉強しなく

てはいけませんし。そうする中で、私の中のグラ

ンドデザインの中で、この下北がどうあるべきか

とか、むつ市がどうあるべきだというのを考えな

がら、ぜひとも進めてください。

さっきからいい答弁、かなり道の駅に関しても

そういうふうになっていますし、進んでいるので

す、それなりに。私が知らなかっただけで、何と

か前に進めて、このむつ市を経済的にもとにかく

いい場所にしていただきたいと思うので、よろし

くお願いします。

終わります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

ここで、午後２時10分まで暫時休憩いたします。

午後 ２時００分 休憩
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午後 ２時１０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎工藤祥子議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、工藤祥子議員の登壇を

求めます。２番工藤祥子議員。

（２番 工藤祥子議員登壇）

〇２番（工藤祥子） 日本共産党の工藤祥子です。

むつ市議会第266回定例会に当たり一般質問を行

います。

１つ目は、ホタテ養殖の危機的状況への支援に

ついてです。前々回の６月定例会でも、この問題

を取り上げましたが、夏の高水温を経た今日のホ

タテの状況は、より深刻さを増しています。「40年

漁師をやっているが、これくらいへい死したのは

初めて」、「へい死率98％、ほぼ全滅」というむ

つ市漁業者の声が報道されていました。去年も夏

を越した秋口に大量へい死したと言われていま

す。今年の春先に「今年は勝負の年」と言ってい

たある川内漁業者の方の話を思い出して尋ねてみ

たところ、昨年に比べ大きな被害が出ていること

も分かり、再び取り上げました。

この状況の下、共産党県議会の呼びかけで９月

13日に平内町勤労青少年ホームでホタテシンポジ

ウムが開催され、漁業関係者はじめ県内各地から

150人が集まり、様々な意見を出し合いました。

パネリストの県農林水産課長から、昨年陸奥湾ホ

タテガイ総合戦略を策定し、今年は採苗試験に取

り組むという報告、県水産総合研究所からは、高

水温対策への取組の報告、そして平内町長の報告、

「陸奥湾のホタテは単なる水産物ではありません。

暮らしを支え、文化をつくってきた地域の宝です。

このホタテをこどもたちに引き継いでいくこと

は、私たち大人の責任であると強く感じている」

との報告は、本当に心に響きました。

その後、参加者の皆さんから活発な討論が多数

続き、この危機打開のために、党派、立場の違い

を超えて力を合わせてほしいという要望が出され

ました。これらの声を「むつ湾からのアピール」

として代表者により水産庁に届けられました。

６月定例会でもお聞きしましたが、１、漁業全

体におけるホタテの占める割合と経過について、

２、現時点での被害状況について、３、関係者か

らどのような相談、要望が寄せられているか。そ

れに対する支援について、４、加工業者・流通業

者への影響とその支援についての４点を伺いま

す。

２つ目は、郷土芸能の継承についてです。私は、

二十数世帯から成る小さな地域に住んでいます

が、去年に引き続き第２回復活芸能発表会がお盆

に開催され、100名以上の参加者で盛り上がりま

した。この地域に小・中学校があったとき、子ど

も会活動として地域の先輩方を師匠として昔から

の手踊りを教えていただき、長きにわたりお盆に

発表会を開いてきました。その中の元子ども会メ

ンバーである40代３人が、それらの踊りをなくし

たくないと再開したのがこの復活芸能発表会で

す。

代表者、女性３人のうちで、地元に住んでいる

人は１人のみ、出演者のほとんども地元から離れ、

里帰りした元子ども会のメンバーと、その次の世

代のこどもたちです。

まず、神楽会による獅子舞で幕を明けます。昭

和55年発刊のガリ版刷りの「我が郷土、畑」とい

う冊子がありますが、これは1970年代に、この地、

畑の学校に赴任された２人の校長先生、辻村先生

と川瀬先生の熱い思いと、人並みではできない取

組によって完成された冊子です。各家に届けられ

ています。それによると、東通獅子舞、南部追分、

南部じょんから等の踊りは、東通の目名から師匠
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を招いて習い、伝えられたと記録されています。

今日残念なことに、獅子舞以外は唄歌い手、太鼓、

かね等は継承者がなくなり、テープ等の音源を利

用しています。限界集落、消滅集落と言われてい

るこの地域の踊りを残したいと言葉を詰まらせな

がらの代表者の挨拶と、それに涙を流している参

加者皆さんの姿に、改めて伝統芸能の力を感じま

した。

このような経験の下、令和６年にできたむつ市

伝統行事及び民俗芸能の継承発展に関する条例に

ついて改めて知りたい、学びたいと質問いたしま

した。この条例の第４条では、市の役割をうたっ

ていますが、むつ市の考え方や具体的な中身につ

いてお知らせください。

以上が壇上からの質問です。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 工藤議員のご質問にお答えい

たします。

まず、ホタテ養殖の危機的状況への支援につい

てのご質問の１点目、漁業全体におけるホタテの

占める割合と経過について及び２点目、現時点で

の被害状況につきましては、担当部長からの答弁

とさせていただきます。

次に、ご質問の３点目、どのような相談、要望

が寄せられているのか、またそれらに対する支援

策についてお答えいたします。佐々木隆徳議員へ

の答弁と重複いたしますが、現時点におきまして

は、各漁協とも被害の全容を完全に把握していな

いこともあり、具体的な要望はお受けしていない

ものの、漁業者個人からは、来年以降の漁獲金額

の減少により、経営資金や生活資金が不足するこ

とを不安視する声をお聞きしております。こちら

につきましては、毎年漁業共済掛金の一部を漁協

を通して漁業者に補助しておりますほか、県が特

別災害指定を行った場合に、漁業者が融資機関か

ら経営資金の借入れをした際の返済利子の一部を

助成する利子補給事業を実施しております。

また、生活支援といたしましては、市税等につ

きましては、要件を満たすことにより減免等を受

けられる制度もございますことから、個別にご相

談をいただきたいと存じます。

さらに、現在県議会に補正予算案が上程されて

おります陸奥湾ホタテガイ養殖業の再生に向けた

緊急対策として、むつ湾漁業振興会が実施する基

金造成につきましては、関係市町村にも支援要請

がある見込みでありますので、要望をお受け次第、

補正予算で対応したいと考えております。

今後も漁協及び漁業者のご意見を伺いながら、

必要と思われる支援を検討してまいりますととも

に、この陸奥湾ホタテガイ養殖の存続に関わる事

態を漁業者、漁協、漁業関係団体、国及び県と力

を合わせて乗り越えてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の４点目、加工業者、流通業者へ

の影響とその支援につきましては、担当部長から

の答弁とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 工藤議員の郷土芸能の継承

についてのご質問、「むつ市伝統行事及び民俗芸

能の継承発展に関する条例」における「市の役割

とは」についてお答えいたします。

本条例は、令和６年３月15日に制定され、むつ

市に伝わる伝統行事及び民俗芸能の継承発展につ

いての基本理念を掲げるとともに、市、民俗芸能

団体と市民及び事業者それぞれが果たすべき役割

が規定されております。

教育委員会といたしましては、本条例に定める

市の役割に基づき、伝統行事及び民俗芸能の継承

発展、活動の環境整備、情報発信及び広報に努め

ております。
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今後におきましても、各民俗芸能団体、市民の

皆様、そして事業者の皆様が本条例の理念に照ら

し合わせた活動に取り組んでいけるよう支援して

まいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） ホタテ養殖の危機的

状況への支援についてのご質問の１点目、漁業全

体におけるホタテの占める割合と経過についてお

答えいたします。

まず、むつ市の漁業全体の水揚げに対する養殖

ホタテガイが占める割合についてでありますが、

令和６年の市内５漁協全体の漁獲量は約5,532ト

ン、漁獲金額は約26億5,300万円となっておりま

す。そのうち、養殖ホタテガイの漁獲量は約

2,923トン、漁獲金額は約７億1,400万円となり、

全体に対する養殖ホタテガイの割合は、漁獲量で

52.8％、漁獲金額で26.9％となり、養殖ホタテガ

イは当市にとって最重要魚種の一つであることを

示しております。

なお、今年１月から10月の養殖ホタテガイの水

揚げ状況につきましては、市内全体で漁獲量が約

3,300トン、漁獲金額が約14億円となっており、

既に漁獲金額は令和６年の約２倍となっておりま

す。

次に、過去10年間の全体の漁業経営体数及びホ

タテガイ養殖経営体数の推移につきましては、全

組合員数は平成27年の1,090人から令和６年には

748人まで減少しており、そのうちホタテガイ養

殖経営体数は平成27年の140経営体から令和６年

には119経営体に減少しております。

次に、ご質問の２点目、現時点での被害状況に

ついてお答えいたします。佐々木隆徳議員への答

弁と重複しますが、本年11月10日から17日にかけ

て実施された秋季陸奥湾養殖ホタテガイ実態調査

につきましては、まだ陸奥湾全体の結果の発表は

されておりませんが、速報値で市内３漁協におけ

るホタテガイの平均へい死率は、２年貝である令

和６年産貝につきましては、むつ市漁協が99.7％、

川内町漁協が90.7％、脇野沢村漁協が80.6％とな

っております。

また、稚貝である令和７年産貝につきましては、

むつ市漁協が99.9％、川内町漁協が48.1％、脇野

沢村漁協が93.3％となっております。

これは、あくまでも調査の対象となった一部の

養殖施設の結果でありまして、現状の見込みとい

たしましては、養殖施設の場所や水深等によりば

らつきはあるものの、むつ市全体では70％から

80％程度のへい死率になると伺っております。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） ホタテ養殖の危機的

状況への支援についてのご質問の４点目、加工業

者、流通業者への影響と、その支援についてお答

えいたします。

養殖ホタテガイの大量へい死により影響を受け

る方々は、漁業者や漁協だけではなく、ホタテガ

イを原料としている水産加工業者や各方面へ運搬

を行う流通業者等、関連産業への影響も極めて大

きいと考えております。そのうち、水産加工業者

では、既に来年の原料調達の困難を見越し、ホタ

テガイの加工機械で加工可能な貝を調達するべく

奔走しているというお話も伺っており、個々の事

業者においても、この難局を乗り切るための自助

努力をされているものと認識しております。

こうした状況を踏まえ、資金繰りを支援するた

め、青森県特別保証制度経営安定化サポート資金

のうち、ホタテ関連業者を対象とした融資制度を

利用した事業者に対しまして、信用保証料の７割

を当市が負担することで実質的な金融負担の軽減

を図っております。

引き続き国や県の動向を注視するとともに、関

係団体や事業者の皆様からのご意見を伺いなが

ら、必要に応じて既存制度の周知徹底や活用の促
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進を図るとともに、追加の支援の必要性につきま

しても検討してまいります。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） 今答弁いただきました。本当

に陸奥湾の、むつ市ばかりではないですけれども、

陸奥湾のホタテというのは、半世紀以上にわたっ

て養殖の努力をして、青森県としての生産量は全

国２位、100億円産業として今まで発展してきま

した。そういう中で、陸奥湾がどのくらいかとい

うことを私も今すぐ計算はできないのですけれど

も、県内全て、そしてむつ市の中でも本当に大き

な被害を受けたということはもう明らかだという

こと、それは言えると思います。それこそ平内町

の町長の「ホタテは単なる水産物ではなく地域の

宝なのだ」、この言葉が本当に多くの人の心を打

ったと思います。

それで、私が心配することは、今の暮らしを続

けるために、本当は半成貝等、親貝等を売りたく

ないのだけれども、来年のために残しておけない、

今売って、現金にして暮らしの一部にしたいとい

う、そういうふうな動きに対して、来年度の親貝

の確保が本当に大丈夫なのかというご心配の声が

あるのですけれども、そのことについて再質問い

たします。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） ホタテガイの大量へ

い死により、来春に産卵する親貝の不足に関しま

してですが、現在むつ湾漁業振興会では、生存し

たホタテガイを親貝として確保するため、１月か

ら３月の成貝の出荷時期を産卵後に遅らせること

によって、保有する漁業者に生じる損失につきま

して補填する基金を造成することとしておりま

す。こちらにつきましては、県で今現在補正予算

を上げているところになっております。

今後市に対しまして、支援の要望等を受け次第、

補正予算で対応したいと考えております。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） 確かに共済金への補助だとか、

そういう補助も必要ですけれども、本当に生活す

る暮らしのための補助というのも、支援というの

も必要だと思うのです。さっき聞いた限りでは、

ちょっと薄いな、足りないなという気がするので

すけれども、そういうことについての支援という

のは考えていないのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 今漁業者が困っているのは、

先ほど部長から答弁させていただきましたけれど

も、令和６年のホタテガイの漁獲金額でございま

すけれども、これはむつ市ということであります

けれども、約７億円です。一方で、令和７年度は

14億円、２倍の金額でホタテが売れています。な

ので、今年度の収入に漁業者の不安はないと思い

ます。

一方で、何に不安かというと、今年へい死した

ら親貝がないので、来年ラーバという赤ちゃんが

生まれない、稚貝が取れない、来年の収入が減る、

そこに対する不安なのです。なので、現状の生活

が困っているということではなくて、今この夏を

越えられなかったホタテ、親貝とか稚貝、半成貝

がたくさんあって、ここから工藤議員がおっしゃ

る成貝がなくなるから、来年どうしよう、この不

安なのです。なので、今生活の不安というのはち

ょっと違って、来年の生活ができるかどうかの不

安を抱えている。

なので、１つは、今生きている親貝、成貝をち

ゃんと残してもらう基金を県、事業者、漁協、私

たちでつくっていきましょう、それをしっかりと

残すことによって、ラーバ、稚貝をつくっていき

ましょう、そういう政策をまず第一にやりましょ

うと。
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そして、先ほど来答弁させていただいておりま

す共済、これは収入がなかったときの保険であり

ますので、来年お金が入ってくるスキームになっ

ている。

そういう意味で、支援が足りないということで

はなくて、現状をしっかりと捉えた上で、何を、

いつの時期にやっていくか、このことが大事だと

認識しております。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） 本当にこの漁業、ホタテ問題

というのは複雑で、私もいろんな方から勉強して

も、まだ分からないところありますけれども、で

も、それでは来年のための親貝は確保できている

という、そういう認識でいいのでしょうか。本当

は、少しでも、半成貝でも売りたいという気持ち

があるのだけれども、今年の生活を守るだけのも

のがあって親貝は大丈夫ということ、そういうこ

とでいいのでしょうか。来年のための親貝は確保

できる、来年のための生産の心配はない、こうい

うふうに理解していいということなのでしょう

か。

〇議長（冨岡幸夫） 聞いたら座ってください。答

えられません。

農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） 親貝が確保できるか

というお話に関しましては、明確にはお答えでき

ないのですが、現在その基金を積み立てるという

のが、本来であればこれから出荷するべき貝を来

年の親貝として残すために、その出荷ができなか

った部分について補償する基金を今積むというこ

とでの動きがあるということになります。ですの

で、これから出荷していくと、来年の親貝不足が

生じることになるのですが、まず来年の親貝にな

るべきものを残すということの動きを現在取って

いるということでご理解いただきたいと存じま

す。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） そうすると、本当は出荷した

いのだけれども、来年のために親貝を残すという、

そこの損失部分についての補助をするという、そ

ういう理解でいいのですね。そうすると、何とか

来年につながるということで、クリアできるとい

うことで。

でも、今年の収入はちょっと減るという、そう

いう理解でもいいわけですね。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） お答えいたします。

来年の収入が減るかということについては、現

状としてはちょっとお答えするのが難しいかと思

われますので、申し訳ないのですが、答弁のほう

はちょっと差し控えさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） それでも来年のために、成貝

になるまでに半成貝で出荷したいのだけれども、

出荷する、そういう動きを我慢しているというよ

うなことでは、私は暮らしへの影響が幾らかはあ

ると思います。

これに対して県議会のほうでも、ホタテガイの

親貝を確保するために１億円の補正予算を盛り込

まれたという報道を見ました。そして、これが１

月から３月まで産卵する成貝、この成貝を出荷抑

制する、そしてこれに対する損失について県議会

のほうでは補填をしたという、そのような理解を

していますけれども、県議会は県議会で支援です

けれども、むつ市としての支援というのは、先ほ

ど佐々木隆徳議員に対して国保税の減免とかいろ

んなことを言っていましたけれども、もう少しむ

つ市の支援策を教えてください。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど来佐々木隆徳議員にも

答弁しましたし、工藤議員にも答弁をさせていた

だきましたけれども、県の成貝の基金の確保、今
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補正予算で計上しております。それが可決すれば、

むつ湾漁業振興会と市町村にもその要請がありま

して、要請が来れば当市も補正予算で対応させて

いただくというふうに答弁させていただいていま

すので、そういったこともやらせていただきます

し、先ほど来工藤議員が心配されております収入

が減ったときの対策については、市税等も含めて

減免措置がありますので、生活面での支援は私た

ちがやっていきたいと考えております。

技術面のホタテの育成とか調査というのは、研

究機関が国・県にありますので、そちらで対応い

ただいて、必要な支援があれば市もそこに乗って、

連携して取り組んでいきたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） そうすると、今むつ湾漁業振

興会等のほうで相談をして、むつ市への要請とい

うこともあり得るという、そういう理解でいいの

でしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） 現在むつ湾漁業振興

会では、親貝確保のため、まず県に対しまして要

請しておりまして、今青森県において補正予算を

上程している段階になっております。その県の予

算が通りましたら、今後関係自治体のほうにむつ

湾漁業振興会から要望があるとこちらのほうでは

考えております。要望があり次第、補正予算で今

後対応していきたいと考えております。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） それでは、今現時点でははっ

きりしないのだけれども、そのような支援が今後

むつ市のほうでも組まれる可能性があるという受

け止め方をしました。よろしいのですね。分かり

ました。

私も漁業のことは分かりませんけれども、耳づ

りではなくて、漁業のいろんな構造物ありますね、

採苗器だとか。あんなのでも本当に何十万円、

100万円かかるとか、本当に私知らないこと、こ

の間いっぱい学ばせていただきまして、そのよう

な資金がかかっている中でのこの大量へい死、こ

れを乗り越えるために県はもちろんですけれど

も、むつ市としても本当に支援していただきたい、

このような気持ちで今回質問しました。

そしてあと、それこそホタテの小屋に行きます

と、漁師でない方もたくさんネットの修理をした

り、ごみを取ったりということで小銭を稼いでい

るのです、アルバイト。そんなことも全くむつ市

民の方の収入にはならないので、そこまでもずっ

と被害が広がっていますし、業者の方にも、加工

業者、流通業者の方にも本当に被害が広まってお

ります。だから、本当にむつ市の大問題としてし

っかりと取り組んでいただきたいということを改

めて強調したいと思います。

これはもう、これまでも気候変動、高水温の中

で１年置きぐらいに被害が出ていましたけれど

も、今年はまた特別で、またこれからも繰り返す

かもしれない。このような中で、確かに水産総合

研究所なんかでも研究していますけれども、本当

に皆さん力を合わせて乗り切っていきたいと思い

ます。

私たちもいろんなシンポジウム開きましたけれ

ども、党派、立場を超えて、何とか連携して頑張

ってほしいという声が寄せられて、私たちも頑張

りますけれども、皆さんと一緒にこれから勉強し

ながら頑張っていきたいと思っています。

それから、郷土芸能の継承についてということ

で、これは理念条例だよということを私言われま

した。確かに法律のような強制力や罰則がない、

こうありたいという理念条例だというふうなこと

を伺いましたけれども、その条例を読むと、本当

に民俗芸能を残そうという、そういう意図はしっ

かりと感じることはできましたけれども、このよ
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うな郷土芸能は、神楽とか手踊りだとか、そのほ

かにもたくさん地域にあるのですけれども、対象

としている団体はどのくらいあるのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

教育委員会として把握している団体は、現在

59団体でございます。

以上であります。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） この条例の下で、奨励のため

にどのような支援を、もしほかの団体にこの条例

を適用して支援していることがありましたら、ど

のような支援があるかということを教えてくださ

い。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 教育委員会といたしまし

ては、直接的には相談のような支援をしているの

ですが、経費等につきましての相談につきまして

は、文化庁の補助金のほか、財団法人の補助金に

ついて周知しておりまして、この活用実績といた

しましては、令和６年度は７団体、令和７年度は

８団体となっております。

補助の主な内容といたしましては、伝統文化親

子教室に係る開催費用や衣装、浴衣とかの新調、

じゅばんなどの修理、見送り幕の房や、太鼓等提

灯の修理などとなっております。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） ちょっと私も地域の人に、「こ

ういう新しい条例ができたのだけれども、どう思

いますか」と言ったら、「難しくてなかなか使え

ない」という、そういう感想が寄せられていまし

たけれども、もう少し周知というのと、それから

具体的にこういうところに援助するのですよとい

うことを皆さんに説明する必要があるかなと思っ

ていました。

今何か大会の費用の経費ということで、衣装な

んかも使えるということなのでしょうか。うちの

ほうの先ほど紹介した復活芸能発表会は、きちん

とした組織にはなっていないかなという気はしま

すけれども、そういう条件だとか、もう少しどう

いうふうな条件の下で、どういう活動をすれば、

どういうふうな支援があるのかということをもう

ちょっと具体的に教えてください。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 先ほどご説明いたしまし

た補助金等は、文化庁であったり財団法人の補助

金ですので、それらに、それぞれ要綱においてど

ういった内容に補助するかというのが定められて

おります。

また、教育委員会では、昨年度条例を制定した

契機といたしまして、この補助金等の説明のため

に11月に説明会を開催しており、その際、当時市

が把握しておりました52の民俗芸能団体の活動中

である35団体に、直接その説明会のご案内を申し

上げております。

このように、説明会以外でも個々にご相談いた

だければ、丁寧にそれぞれの補助の内容等をご説

明を差し上げているところでございますので、ご

理解賜りたいと存じますし、また何かありました

ら、ぜひご相談いただきたいと思っております。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） うちのほうの神楽会で、数年

前に獅子頭、すごいお金をかけて買ったのですけ

れども、こういうものなんかも対象になるのでし

ょうか。今までの支援の中で、一番高い支援とは

どういうものでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） すみません、補助金のそ

れぞれの中身を今私把握しておりませんので、ち

ょっとお答えしかねるのですが、補助の一番高か

ったかどうかは、手持ちの資料ではちょっと分か

らないのですが、文化庁の補助金を活用した団体
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で400万円ほどの補助を受けた団体がございます。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） 400万円の支援というのは、

むつ市内の団体の中ででしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） すみません、先ほどのを

訂正いたします。要望額が400万円で、助成額が

245万円でした。訂正させていただきます。

当然むつ市内の団体でして、個別の団体名は、

ちょっと控えさせていただきたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） もう少し具体的なことを知り

たいなという気持ちはありますけれども、この条

例のために、今後どういうふうな活動を考えてい

るのでしょうか。この間青森県の芸能発表会があ

って、私もちょっと興味があって参加したのです

けれども、むつ市の教育団体としても共催という

形で行っていますけれども、これからどのような

活動とどのような振興策を考えているのかという

ことをお知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 本条例は、理念条例であ

りますので、市と民俗芸能団体等、市民、事業者、

それぞれがその役割を果たしていけるように、環

境整備含めて、先ほどご紹介いただきましたイベ

ントや発表会などの広報等含めて、市は市として

の役割を果たしていきたいと思いますし、それぞ

れの団体等がこの条例の理念にのっとって活動で

きるように、我々としては支援をしていくという

ことでございます。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（工藤祥子） 私たちの地区の復活芸能発表

会のメンバーですけれども、確かにこの条例の中

では、地域で自主的に活動するということはうた

っていますね。うちのほうでも、資金なんかも本

当にいいか悪いかはともかく、踊っている方に心

を伝えたいということで、おひねりという、そう

いう文化がありまして、そのおひねりを分けるこ

となく積み立てて、大きな目的のために使いたい

ということで、財政的には自立しているというこ

とになると思うのですけれども、そういうふうな

形で動いていますけれども。

この条例第１条の目的に、「次世代に継承する

ことにより、地域への誇りと愛着を育み」、「魅

力ある地域社会の実現に寄与することを目的とす

る」、本当にすばらしい条例だし、私はすばらし

い活動だと思うし、これをなくしたくないと言い

ながら過疎は進んで、もう先の見通しというもの

は本当に明るくない。でも、そういう中で、みん

ながこの地域に住んでよかった、この地域の踊り、

文化を伝えていきたいという、そういうことで会

場がいっぱいになったということでは、皆さん感

動して帰っていきました。本当に貴重な活動であ

りますし、貴重な条例だと思っています。これを

もっともっと何とか支援して、みんなで励まして

支援していきたいなと思っています。

でも、やっぱりこの背景にあるのは過疎の問題

なのです。これはまた別な問題ですけれども、本

当に国の政策とも関連するこの問題でも、また別

なところで私たちも物を言っていきたいと思いま

すけれども、郷土芸能継承についてのこの条例に

ついて、本当にこれをもっともっと皆さんに周知、

広げて、むつ下北にこういう文化を残していきた

いという、そういう気持ちで今回取り上げました。

以上で終わります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、工藤祥子議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告
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〇議長（冨岡幸夫） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明12月９日は高橋征志議員、杉浦弘樹議

員、井田茂樹議員、野中貴健議員の一般質問を行

います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時５１分 散会
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